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はじめに

1988年の 5月から 7月にかけて郡小平中央軍事

委主席は，あいついで各国代表団と会見するたび

に，価格改革と賃金改革を断固推進する決立を表

明した。趨紫陽首相も，「改革はリスクを伴うけ

れども，前進しなければ後退することになる。後

退は八方ふさがりを意味する」と述べて，このこ

つの改革の重要性を強調している。

6月2nには，すでに価格改革を専門的に検討

する機構がいl務院に設立されていることが明らか

になった悦 l）。この組織には，計画委員会，経済

体制改革委員会，物価局などの責任者，および党

書記処政策研究室が構成メンバーとして参加して

いる。主宰者である挑依林は， 6月9日付け『人

民日報』で， 3～5年をかけて生産財価格を中心

にして価絡改革を行なうと述べている。

8月15～17日に開催された中共中央政治局第10

回全体会議は，「価格・賃金改革にかんする初歩

的方案Jを原則的に採択した。その内容は， (I）価

格・賃金改革の必要性，｛2）改革が則るべき主な原

則，（3)1989-93年の改革構想、，（4)89年改革の初歩
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的方案，（5）改革に｛＇fう主要なリスクと基本的対

策，（6）付随する改年措置，などからなる。また，

価格改革の全般的方向として，少数の重要商品と

サービスの価格を政府が管理するのを除いて，大

多数の商品価格を自由化し，市場調節にゆだねる

という方針を明示している。「政府が市場を調節

・コントロールし，市場が企業を誘導する」とい

うスローガンで概括される。

ところが，その後の価格改革・賃金改革にかん

する政府指導者の発言のトーンは次第に後退して

いく。価格改革を行なうという政府方針が提起さ

れると，翌年からの値上げをみこして市民や企業

が買いだめに走るパニック現象が起こり，物価上

昇率も20t!+を上まわる勢いを示した。かかるイン

フレのいっそうの昂進下に， 9月末，中共13期3

中全会は聞かれた。この会議のコミュニケは， 19

89年の価格改革の歩幅を小さくし，全力をあげて

物価上昇率を今年より低くする方針をかかげてい

る。「価格・賃金改革にかんする初歩的方案j も

原則的には採択された。しかし，物価を厳しく抑

え込むために， 5年あるいはもっと長い期間をか

けて徐々に，かつ穏当に価格改革を進めるという

注釈付きである。価格改革の実施は先送りにされ

たといってよい。

本稿では，まず経済改革路線への転換にともな

って，これまで潜在的インフレとして抑圧されて

いたインフレ庄力が顕在化するにいたった事情に

ついて説明する。次に，最近のインフレをもたら
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Ⅰ　停滞する価格改革

した諸要因として，ディマンドフ。ル，コストプッ

シュ，マネーサプライの 3類型をとりあげる。現

在の中国のインフレは，とれらの要閣が複合的に

作用した結果である。最後に，現段階のインブレ

が，請負経営責任制の普及や固定資産投資の財政

交付から銀行融資への転換という，不徹底な経済

改革措置と密接に関連していることを明らかにす

る。

（注 1) 1986,pll月に周務院物価小組弁公室は経済

関係、の専門家や研究者を招いて，価格改革にかんする

懇談会を開いている（石原享一「価治改革」〔霞山会

『中国総覧』 ]988年版〕 251ページ）。本文中の専門

機構〈「物価委員会J）の重量霊は，そうした準錆過程を

経て打なわれたものであろう。

I 停滞する価格改革

1. 栖格改革の基本方針

1979{1三から現在にいたる中間の経済改革は， 84

年10月の中共12期3中全会を境に二つの段階に分

けられる。この時期以降，経済改革の重点は従来

の農村部から都市部へと移ってい ＇） た。この会議

で採択された「経済システムの改革にかんする決

定Jはラ中国のn指すべきシステムの某本的特徴

を「共有制に基づく計画的商品経済」ということ

ばで概括している。全面的に市場調節に依拠する

「市場経済」ではないという留保をつけてはいる

ものの，高品経済を発展させ，市場経済化を推進

していく方針を明確に打ち出した。

経済改革の重要な一環をなしている価格改革

も，やはり前出の中共12期3中全会の前後で竺－＿）

の段階に区分することができる位 t）。

第1段階は， 1979～84年の時期である。改革を

「醸成・準備・模索」していた段階といえよう。

これは， 1979年3月， 18種類の農産物の政府買い

中国のインフレーショソと経済改革

上げ価格が加重平均で24.8~引き上げられたこと

に始まる。それに呼応して，同年の11月には8種

類の副食品の国営商店小売価格が30数広引き上げ

られた。

この時期の価格改革は，政府による価格比の調

整が中心をなしていた。雑多な日用工業品や一部

の生産財のなかには，価格統制が撤廃されたもの

もあったが，基本的には政府による価格調整が支

配的役割を果たしていた。

第2段階は， 1984年10月以降である。価格改革

は政府による価格調整を主とする段階から，政府

による価格統制を撤廃する段階へと入っていっ

た。とりわけ，生産財価格の一部が自由化された

こ二とによっーて，政府決定価格と市場調節価格との

二重価格制が登場した。

商品経済化，市場経済化を推進していくという

中共12期3中全会の「経済システムの改革にかん

する決定」は，価格改革にも一つの転機をもたら

した。この決定において，価格改革の構想が政府

レベルで一応の合意をみ， 「政府統一価格」の範

囲を縮小して「変動価格J，「自由価格」の範囲を

拡大するという大まかな方向が示された。

また，第7次5カ年計画に関する1986年3月の

越紫陽報告は，少数の重要商品，サービスに対し

ては「政府決定価格」を適用し，その他の大量の

商品・サービスは「政府指導価裕」，「市場調節価

格」によると述べている。中共12期3中全会の

「決定」と第7次5カ年計画に関する報告とが用

いている価格分類の用語は異なるが，語っている

内容は同じである。

価格管理方式に関しては，後者の用語が公式に

認知されたといってよい。 1987年9月の国務院

「中華人民共和国価格管理条例」においても，こ

の用語法を採用している。それによると，次のよ
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うに定義されている他2）。

「政府決定価格」一一県クラス以上の物価・各

産業監督室予庁が与えられた権限に基づいて制定す

る価格。

「政府指導価格」一一上記の監督官庁が基準価

格と変動幅，仕入価格と販売価格との価格差，利

潤率， J:. 1ご限価絡等を設定し，その枠内で企業

が決める価格。

「市場調節価格J一一企業などの生産単位・営

業単位が自由に決定する価格。

1987年初めの胡溜邦失脚などの情勢に影響され

てう一時的に改革の歩みが停滞したが， 87年秋の

党第13回全国代表大会で，改革・開放路線をいっ

そう推進していく方針が提出された。それより前

の改革方針と比べ、最も注目されるのは，私営企

業の存在，および株式配当や私営企業経営者の獲

得する利潤を正汗な報酬として合法化した点にあ

る（注3）。

この大会における越紫陽報告は，価格改革につ

いても「積極的かつ着実にj推進していくことを

明言している。同時に，少数の重要な商品とサー

ビスの価格は政府が管理し，それ以外の大量の商

品とサービスの価格は市場調節に委ねる，という

価格改革の基本方針を再確認している。

2. 物価抑制の優先

1984年以降，価格改革の基本方針は全面的に展

開する段階に入ったとはいうものの，具体的改革

措置の実施はまだ初歩的段階にとどまっている。

未解決の問題i士山積しており，長年にわたって形

成されてきた不介理な価格比は依然として是正さ

れていない。さらに，これまでの経済改昂・価格

改革の推進にともなってインフレ問題が再燃し，

価格改革よりも物価の安定を優先せざるを得ない

情勢下にある。
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とりわけ，肉，卵，魚，野菜，果物などの副食

品価格の自由化を実施した1985年には，職員・労

働者生計費指数は11.9~~ぶという過去最高の年上昇

率を記録した。この大幅な物価上昇，さらには経

済過熱の傾向に対処するため， 1986年からの2年

間， 「強化・消化・補充・改善」の方針の下に，

新たに大きな改革措置は採らないことにした。価

格改革についても大きな共体的措置の実施は同様

に延引され，物価の抑制が最優先の課題となっ

た。

1986年1月の全国計画会議，経済工作会議にお

ける趣紫陽報告は，価格改革ではこれまでの改革

措置の「消化・補充」に重点を置き，大きな改革

措置を講じない，という方針を提出している。ま

た， 3月に田紀雲副首相は，物価の基本的安定が

当年の目標であるとの見解を『中国経済体制改

革J誌に発表した。

1986年12月に聞かれた全国物価工作会議でも物

価の基本的安定が最優先されている。 1987年には

生産への影響が深刻で，はなはだしく不合理な

「ごく少数」の価格を除いて，その他は「一切動

かさない」方針のドで，価格改革はきわめて狭い

範囲に限定された俗的。

1987年に入ってからも状況は変わっていない。

越紫陽は 3月の全人代第5回会議の政府活動報告

で，価格改革に対して慎重に取り組む姿勢を示し

た。 1987年の改革はごく少数の品目の調整と価格

規制の緩和とを行なうにとどめ，物価の上昇率を

前年より低く抑える方針を提示している。

9月には「価格管理条例jを国務院が公布し

た。これは各種の違法な値上げの摘発や，物価監

督機構の設立などの物価対策を集大成したもので

ある。この価格管理条例は， 1982年の「物価管理

暫定条例」と比べると，次の二つの特色を有して
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いる（注5）。

第llと，とれまでの経済改革・価格改革の経験

を踏まえて，その方向と成果を肯定的に評価して

いる。 1982年の条例では政府決定価格が主要な価

格形式であると位置づけていた。それに対し，1987

年条例では，政府決定価格が重視されるような規

定はなくなり，政府指導価格や市場調節価格とと

もに同列に併記されるにとどまっている。

第2に，各項の規定が具体性を帯びてきた。 19

87年条例において取り締まり対象となる価格違法

行為のうちには，（1）計画内生産財を計画外価格で

販売する，（2）配給品を協議価格で完る，（3）企業問

で，あるいは産業内組織が独占価格を設定する，

などの項目がある。このような具体的指摘は， 19

82年条例にはまだ記されていなか •CJ た。

3. インフレーションの進行

上述したような物価抑制措置にもかかわらず，

インフレ傾向は依然として続いている。公式統計

でも日本の消費者物価指数に相当する職員・労働

者生計費指数は， 1985年の11.g~：止に続いて， 86{{'.

7. Oi:~~ , 87年8.Si:1~ の年上井率を示している。 1988

年にな，》ても， I～ 9凡で18.3i:~~ （大・中都市）とい

っそう悪化しており，新中国になって以来，イン

フレ率の最古を更新しそうな勢いにある。

1984年10月以降，価格改革を全面的に展開する

という基本方針にもかかわらず，実質的な改革措

置が停滞している理由には，このようなインフレ

の進行が大きく作用している。

インフレは中閣の社会・政治・経済などの各方

言語lこ悪影響を及ぼし，価格改革の推進を難しくし

た（注6)0

第 1！己，物価上昇に対する大衆の不満は強く，

社会・政治不安をもたらした。政府の社会調査ア

ンケートによると，物価上昇に不満をいだいてい

中国のインフレーションと経済改革

る層は1987年5月に79.9/J＋：，半年後の10月には

83.2肱に遺している。物価情勢がさらに悪化した

と感じている層は67.1~1i: に及んだ。この数字は19

86年調査より7.s,ti:増えている（注7）。

都市住民の1986年の実質所得は平均l~ti:上昇し

ているが， lOf与の世帯は実質所得が低下してい

る。 1987年にはさらに悪化して， 実質所得は1.7 

侮の上昇でしかない。しかも， 2H主の世帯は物価

上昇によって実質所得が低下している。

企業等の従業員は，賃金・ホーナスの増加によ

って物価上昇に対抗し得るが，政府機関で働くI隊

員や教員の給与の伸びははかばかしくない。ま

た，同定収入で生活する年金生活者や大量の現金

・預金を有している層にとって，利子率を上回る

インフレは彼らの財産を目減りさせることにな

る。これらの人々は，価格改革に強く反対する勢

力になりやすい。

第2に，インフレ予想、が社会全般に広がってい

るとき，総需要と総供給とのアンパランスはいっ

そう激化される。消費者は銀行預金を下ろして商

品の買いだめに走P，メニツク状況を呈す。逆

に，供給側は意図的な買い占め，禿りおしみを行

なって価格の騰貴を待つ。また，手I］子率が低く固

定されている現行の金融システムの下では，銀行

からの融資を拡大して投資する方が有利である。

これらはインフレをさらι昂進させ，価格改革の

遂行をより困難にする。 1988年夏のパニックはそ

の典型！的ケースで，価格改革構想を挫折させた。

第3に，大きなインフレ圧力や独占・寡，t;が存

在する下で，企業のコスト増は往々にして製品価

格にそのまま転嫁される。生産財価格や農産物価

格の大幅な調整を行なうと，全般的な価格上昇を

もたらす可能性が大きい。このような状況下で価

格改革に着手することは難しい。

ラ
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Ⅱ　価格改革とインフレーション

1979年以降の価格改革の経過を顧みれば明らか

なように，当初｛土農産物および原材料価格の引き

上げで始まったが，それに続いてぬ般加工業製品

の価格も上昇した。特局のところ，多数の農産物

（とりわけ食糧）の低価格と石炭・石油などの採掘

産業の赤字は解消されるこ止はなかぺた（注目）。も

とのもくあみである。

第4に，インフレ正社会不安の増進する情勢下

で，各官庁間で価格改革に関する合意に到達する

ことはきわめて難しい。

価格調整の提案は物価局から行なわれ，各関連

官庁との協議のうえで決定される。農民の利益を

代表する農牧漁業部は農産物価格の引き上げを，

また生産財間連の’白1γは生産財価格の引き上げを

要求する。他方，都市住民の利益を代表する官庁

や，農産物を原料として使用する加工業の監督官

庁はヲこの索に反対する。土して， {rlli格引き下げ

の案などとおる可能性は少ないから，いきおい価

格調整は価絡引き！：げとなじぎるを得ない。農産

物の政府買い上げ価格は上がっても，加工部門や

消費者の反対を抑えるために、政府売り渡し価格

は回定される。その逆ザヤは国庫を通じて補填さ

れわばならないか 1：，，財政赤字が膨らむ。

また，このような利害関係の調整の困難ななか

で，価格改革の目的である介理的自Jli格比を実現す

るのも難しい。 1985年から87年にかけて，国務院

は銀行融資と貨幣発行をかなり厳しくコントロー

ルした。それにもかかわらず，この3年間に小売

物価指数は23.6伝上井し，生産財価格はもっと著

しく浅見江に及ぶ。政府統制価格によって価格をコ

ントロールできる商品は上がらない一方で，政府

のコントロールしにくい商品の価格は合法・非合

法的手段を用いて騰貴する。従来の価格比の不合

理性が解消iされていたいうえに，新たな自Iii格比の
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不合理が登場することになる他的。

このように，インフレの進行は，各方面から中

国の価格改革を停滞させるこLとになった。 1986年

には，生産財価格の改訂を中心とした全面的価格

改革案。7年実施予定）が準備されていた。しか

し，実際には個別的品目の価格調整にとどまらざ

るを符なかった。最終的には，生産財の全面的価

格改革構想は断念され，後lこ述べるように，企業

の活性化を中心とした請負経営責任制へと転回し

ていくことになる（注IO）。

（注 1) j!J卓甫「価格改革的回顧与思考」（『価格理

論与実践』 1987年3期） 3ページ／回源「価格改革与

産権制度転換」（『経済研究』 1988年2期） 11ページ。

（注2）詳しくは，石原前掲論文 250ベ ジ。

（注3) 石原享一「多重化する中国の経済構造」（『現

代の理論』第25巻第9号 1988年9月） 12ページ。

（注4) 『経済日報』 1982年1月17日。

（注5〕 『価格理論与実践』 1987年6期 3～4ぺ

。
J
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（注6) 金重仁「試論社会主義経済中的通貨膨脹問

題」（『経済研究』 1987年6期） 38～39ベータ。

（注7) 王監ま「通貨膨脹是進一歩改革的主要障碍」

（『価格理論与実践』 1988年6期） 13ページ。

（注8) 羅精奮「要防止物価輪番 I二稼」（『人民日報』

1988年 6月13日〉。

（注9) 砕暮橋「把計刷工作建点在荷品交換和価値

競作基硝よ」（『経済研究』 1988年3期） 7～8ページ。

〔注10）閏源前掲論文 13ページ。

II 価格改革とインフレーション

1. 潜在的インフレーションの顕在化

市場経済では，需要が供給を超過すると不足財

の価格上昇となって現われる。ところが，公定価格

の比重が圧倒的優位を占める社会主義の計画経済

では，価格のパロメーター機能が作用しない。需給

ギャップは，必ずしも不足財の価格上昇という形

で現われるわけではない。したがって，物価統計に
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は物価指数の上昇、として記録されることもない。

その代わりに，このような需給ギャップは，（1)

配給制や行列，（2）公定価格と市場価格との希離，

(3）貯蓄の増加，（4）闇市場の横行，などの形を止っ

て現われる。国営商店などでは，冬になると，野

菜が店頭から姿を消してし支うこともある。安い

公定価格の債本しだけはあって，実際には品物がな

いなどは，社会主義における需給ギャップの一つ

の現象形態である位 l）。

公式の物価統計には示されないが，上述したよ

うな別の形態を！：：： -clて現われるインフレ圧力を

日替在的インフレ」とよぶことができる。この潜

在的イシブレが，とりわけ1978年の経済改革に許

手するより前の段階では，大きな比軍を占めてい

たことは否めない。

次に，中国の物価指数の信頼度が問問になる0

Jllj稿（「中国のインフレ問題をどうみるか」〔『日中経済協

会会報』第180号 1988年8月〕〉でも述べたように，

結論的には中国の現在の物価統計が他国の公式統

計以上に信頬できないとする根拠はない。しかし

他方で，中国の過去の統計業務が正確さのうえで

問題を残していたことも事実である。

物価統II十についても，物価の安定それ自体が望

ましいという事情の他に，実質生産額の伸びをよ

り大きく表示するという理由から，社会主義国で

も物価上昇率を低くみせかける操作への誘因は大

であった。チエコスロパキア，ポーランド，ユー

ゴスラピアを除いて，その他の社会主義国の物価

統計では，比較年次ウェイトに基づくパーシェ算

式を採用していろ 1 他方，ほとんどの資本主義国

では基準年次ウヱイトに某つくラスパイレス算式

を用いている。どちらの方式が「真の物価指数」

に近し、かという問題は別にして，消費者の効用問

数の不変という前提をおく限り，パーシェ算式に

中国のイ γフレーショ γと経済改革

よる指数はラスパイレス算式による指数より下方

に位置している（注2）。

A• ノーヴの言を借りれば， 「ソ連の統計家た

ちは，生計費指数を算出するときには，注意深く

末端年ウェイトを使うが，これは価格の上昇を最

小のものとし，それによって実質賃金の動きをよ

り有利なものにみせることができる方法なのであ

る」位幻。中国でも理論上はパーシェ算式を主張

し亡いる借り。仮に公式物価統計土この隠蔽され

た部分との差があったとすれば，それをも考慮に

入れておかねばならないだろう。

以上に述べた公式物価指数，隠蔽された物価上

昇率，潜在的インフレを含んだインフレ圧力は，

第I図のような関係で示すことができる位円。

1978年末から，中国は経済改革・対外開放路線

へと転じ，企業への分権化と市場メカニズムの導

入とを推進してきた。これに伴い，その後の物価

水準は持続的上昇傾向を示している。公式統計で

みても， 1950年から78年までの28年間の全国の職

員・労働者生計費指数は年率1.3ij:の上昇にすぎ

なかった。ところが， 1978～87年の年平均上昇率

は5.08伝と，それまでの4倍近くにもなる。

このように物価指数が急激なftjlびを示した背景

には，潜在的インフレの顕在化がある。すなわ

ち，従来のシステムの下で潜在化していたインフ

レが，価格統制の撤廃によって解き放たれ，物価

第1I忍 インフレ圧力と公式物価指数

〈出所） 筆者作成。

7 
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指数に反映されるようになったからである。

2. 侭格統制の導入と撤廃

中岡における価格統制の開始は， 1950年2月に

さかのぼる。中央財政経済委員会の指示で，全国

各地の卸売物価を当時の中央貿易部が統一決定す

ることになった。それより前の建国当初は，軽工

業や荷業では私企業が支配的地位を占めており，

市場価格は私企業が自由に決めていた。その後，

食糧と搾油原料（1953年〉， 綿・綿布（54年〉が義

務供出・統制販売されることになった。さらに，

豚，タパコ，麻，茶，孟宗竹，畜産品が割当買い

付けの対象となった。

他方で，政府は私営卸売商・小売商に対して，

取次販売・代理販売などの方法で規制を始めた。

また，工業企業に対しても加工注文などの初歩的

形態から，最終的には国営商業による統一買付・

一手販売へと規制を強めていった。さらに1956年

まで、に，私？言工商業の公私合営化，農業・手工業

の集団化が実施された。

このような過程を経て，政府は同内の都市・農

村市場をほぼ完全に統制下においた。少数の小型

手工業製品や雑多な農産物を除いて，政府の制定

する価格が－m場物価の唯ぬの形式となった位向。

1958年から一時的に統制緩和の動きが現われ

た。 11月に国務院は，「農業・高lj業生産物，食品・

畜産品，生糸，絹織物等の商品の分級管理方法に

関する規定j~発布して，商品を 1 類（中央管理〉，

2類（中央・地方の共同管理）， 3類（地方管理）に分

けた。 1959年9月には自由市場を開放し，副次的

で雑多な3類商品の一部に対して協議価格を認め

た。 1962年には，食糧・食用油，肉，卵などの主

要農産物に対し，計画販売任務を達成してのち，

購入販売協同組合が協議価格で販売することを認

めた。

8 

ところが，工業品に対しては依然として計画価

格を維持していた。まして1961年になると，大躍

進期に地方政府に委譲していた，一部の2類・ 3

類商品の価格決定権すら中央に戻してしまった。

このような高度集中型の価格管理体制は， 1970

年代末まで続くことになる。 1973年lこ国家計画委

員会が改訂した「国務院各部門が価格を分業管理

する生産物（商品〕目録Jによると， 全国で中央

政府が統一して価格決定しているものは，農産物

買い上げ価格9知113種，工業製品工場渡し価格

59類1086種，市場商品小売価格13類1沼種に上

る（注7）。とれ以外の商品の価格やサーピス料余

も，地方政府が価格管理目録を作成しているた

め，企業には価格決定権がなかった。

経済改革に着手した1979年から変化がおこり，

価格統制の撤廃が徐々に行なわれていった。 1982

年160積， 83年350種の小型の工業製品（消費財〕価

格が自由化された。現在では，この種の小型の消

費財はすべて企業が価格決定している。

1985年にはミシン，国産腕時計，自転車，ラジ

オ，電気扇風機などは有名プランドを除いて価格

を自由化した。続いて， 1986年に自転車（有名ブ

ランド）， fl黒テレビ，電気冷蔵庫，電気洗濯機，

ラジカセ， 80番手以上の綿糸・絹織物，レーヨン

・ポリエステル混紡布など7種類の消費財価格の

自由化へと拡大した他的。さらに1987年には，タ

オノレ，靴下も追加された他的。また，軽工業部は

管轄下にある碗・はし，のり，パイプ，靴のかか

と，「魚皮豆」（薄い衣で包んだピーナyツ菓子〕など

24大分類749品目を小型商品に分類して，価格決

定権を生産企業に下ろした（注10〕。また，生産財の

一部にも政府指導価格や市場調節価格が適用さ

れ，多重価格制が登場した。肉，卵，魚，野菜，果

物などの直lj食品価格も1985年から自由化された。
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第Hi築各種価格形式の構成比
（%） 

ド；~I販売一霊長十 重要生産財｜工業製品

間 119郎両叩函｜両日瓦

I｝招：：f＂引 64I} 9; ii 7 23 九 23
40 げ 13 u 2 

（出所う 回源「価格改革与産樋徹底転換」（『経済研究』
1988年2期〕 12ページ／「企業定価講座」（『価格
理論与実践』 1988年1期） 58ページ。

以上のような価格統制を撤廃する措置が採られ

た結果，政府決定価格が市場販売額に占める比重

は著しく低下してきた。経済改革前の1978年と86

年とを比較してみると，政府決定価格は農産物が

92.4広から37（：~－；：へ重要生産財が 100広から64院

へ，工業製品〈消費財〉が97~から45~~j:へそれぞれ

激減しでいる〈第1表〕。

広東有では， '(i＇内商品小売総額に占める政府決

定価格の比重lま20~j: でしかない。そのうち，農業

・副業生産物のばあい25（：~－；：，生産財のばあい30（：＇立

である。農産物のうち，政府が価格決定をしてい

るのは，食糧，食用油，タパコ葉，木材の一部ヲ

黄・紅麻にすぎない。重工業製品のばあい，工場

渡し価格で1288種類に及ぶが，小売価格では41種

類でしかない。軽工業品は79種類，運輸その他サ

ービス料金は22種類であるf注ll）。

価格改革は，以上に述べた価格統制の撤廃のほ

かに，政府による価格比の調整，価格決定権限の

下部への委譲を含む三つの側面からなる。価格改

革が目指している方向は，市場メカニズムを導入

ないし利用することによって， 「合理的」な価格

比を形成しようというものである。それ自体とし

ては，物価上昇をもたらす論理的必然性はない。

ところが，現実には各企業や監督官庁聞の利害

額係もからむため，価格比の調整は高価格のもの

を引き下げる形で実施するのは難しい。いきお

中閣のイ γフレーショ γと経済改革

第2還を小売物価指数の上昇要因

（？の

目抑制外切 計画｜価格II由化唯一の同上昇 肱府指導価格｜政府決定価格

1986 I 40 I 38 I 22 
1987 I 19. 2 I 54. 1 I 17. 0 I 9. 7 

（出所） 朱氏「1986－￥価格改革綜述J（『価格理論与実
践』 1987年4期） 6ページ／同「1987年我国物価
概述」（同誌 1988年6期〕 8ページ。

い，低価格のものを引き上げざるを得ない。つま

り価格が下方硬直的であるため，価格改革は物価

上昇へつなが人ざるを得ない。とりわけ，価格統

制の撤廃はそれまで抑え込まれていた潜在的イン

フレを顕在化させるため，公式発表される物価指

数の上昇をもたらす。

1986年と87年の小売物価指数（職員・労働者生計

費指数と異なってサーlグスを除くが，農業用生産財を含

む〉は，それぞれ6.0伝， 7.3志の上昇であった。

1986年の上昇率のうち， 40［－；：は副食品価格の自由

化および農村の食糧・食用油販売価格の引き上げ

等， 85年改革の影響による。また，計画外セクタ

ーの価格上昇の影響は38｛止を占める。 1987年には

この計画外セクターの影響は 54.1岱にも及ぶ（第

2表）。価格統制の撤廃は潜在的インフレを顕在化

させる。この顕在化したインフレは，中国の公式

物価指数において物価上昇率の著しい伸びとして

反映される。

（注1) 石原享一［中闘のイ γ フレ問題をどうみる

か」（『日中経済協会会報』第 180号 1988年8月〕 24

ベージ／佐藤経明「限界にきた物価安定策」（『エコノ

ミ九ト』 1977年3月1日号〉 50～51ページ。

（注2) 玉木義男『物価指数の理論と実際』ダイヤ

ニモ γ ド社 1988年 116ページ。

R•G ・D・アレ γ著溝口敏行・寺崎康博訳『指数の

理論と実際』東洋経済新報社 1977年 68-69ページ

によると，価格と数量とが逆方向に連動する傾向のあ

るばあい，ラスバイレス算式のほうがバーシェ算式よ

りも大きな｛遣をとる。小売物価指数がその例にあげら

9 
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Ⅲ　インフレーション要因の分析

れている。

（注3) アレタ・ノーヴ著公文俊平訳『ソ連経

済』〈改訂版）日本評論社 1971年 476ページ，また

は福岡瓦「社会主義諸周におけるインフレーショ γJ

（『国民経済雑誌』第14券第 1号 1981年1月） 107ベ

ーーユ／。

（注4) 中間の物悩指数の作成方法については，石

原享一｜経済改革開始後の価格問題」（『中関経済』第

212号 1983年8月） 14～15ページを参照されたい。

（注5) 河田宇谷之「社会主義におけるイソフレーシ

ョγ分析」（Ii'経営志林J〔法政大学〕 第15巻第2号

1978年7月） 33ページ／南部稔「中閣のイ νフレーシ

ョン」（Iiアジア研究』第32巻第l号 1985年4月） 4 

ページ。本文『［，の「潜在的インフレ」などの用語は，

必ずしもこれらの論文の用法と一致しないの

（注6) 「企業定価講座」（『価格理論与実践』 1988

年1期） 58ベージ。

（注7) 1987年「全調工農業生産物（商品・物資〉

分類・＝ード」によると，大分類87，中分類1144，小

分類7706, 細分類2万718, の各項目からなる（向上

出所〉。 この品種の数を利用すると， 政府が統一決定

していた価格は， 品種総数2万718品目のうち， 6.45

4なにすぎts:l、。ただし，販売額構成比では~Ji; 1表にみ

るように、ずっと大~い割合を占めている。

（注8) 石原亭→「価格改革」〈小島麗逸紙『中間

の経済改革』勤草定房 1988年） 175～176ページ。

（注9) I文イ牛摘紙」（『価格理論与実践』 1988年5

期） 57ページ。

〔注10) r人民日報』 1988年2月7日。

（注11) 何茶.F,苦境o，~ 「関於広東価格改事加快歩伐

的思考」〈『価格理論与実践』 1988年3期〕 26ページ。

m インフレーション要因の分析

前節では価格改革の進展にともなってラ滞在的

インフレが解き放たれ，最近の著しい物価指数の

上昇として現われるようになったことを明らかに

したコ経済改革あるいは価格改革という制度的変

革なくしては，潜在的インフレの顕在化はなかっ

た。その立味では，最近のインフレ現象の背長命に

は，改革路線への転換があることはいう去でもな

IO 

い。しかし，このことは，潜在的インフレが顕在

化するにいたった背景を述べたにすぎない。イン

フレ圧力を形成している要因，つまり潜在的・顕

在的インフレをつくり出している要因については

まだ説明していない。以下では中国経済の実態に

即して，最近のインフレをもたらした諾要閃につ

いて分析・類型化してみたい。

1. ディマンドブJI,要因

中国は経済改革に着手するより前の時期・後の

時期を通じて基本的に物不足経済であり，恒常的

に総需要が総供給を上まわる状態にあった。この

数年間における需給ギャップは，毎年数百億元に

達するといわれる。

農産物買い上げ価格の引き上げによる農民の収

入増，賃金引き上げによる需要増，投資拡大にと

もなう生産財・消費財への需要増などは，それら

の増分に対応するほどに財の供給が増えなけれ

ば，需給関係を緊張させる。ディマンドフ。ル要閃

は，中国のインフレ要因のなかで依然として最も

重要な位置を占めている。

第3表は，実質 GNP, 名目固定資産投資額，

名目賃金総額の伸び率を比較したものである。

実質 GNPの成長率に比し，固定資産投資，賃金

総額の増加率の方が2倍近い伸びを示している。

投資需要（固定資産投資〉， 消費需要（賃金総額〉の

伸びと実質 GNPの伸びとの差は，インフレ・ギ

第3霊長成長率の比較

（%） 

｜実質GNPI組臨司t》震｜錫賃金
1985 I 13. 0 I 38. 8 I 41. 8 I 22. 0 
1986 I 8. 3 I 22. 3 I 17. 7 I 20. o 
1987 I 10. 6 I 20. 6 I 16. 1 I 13. 3 

（出所〉 国家統計局編『中国統計年鑑 1988』北京
中国統計出版社 1988年。

（注） 張卓元「我因物価上源的原因与対策」（『光明日
報』 1988年4月23日）に掲載された数値を上記資料
に基づいて修正した。
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ヤツプとして，物価水準を上昇させる圧力とな

る。

近年の中国企業における賃金総額や消費の著し

い仲びの背最には，次のよ三つの要因がある借り。

第1に，賃金総額の増加は，後述するt背負経営

安怪奇誌の導入とも関連している。各企業に対する

請負ノルマが設定されてのち，容易にノルマを達

成できる企業と，計画統制が厳しくてノルマ超過

の困難な企業とが生じる。その結果，企業に留保

される利潤額にも大きな格差が生まれる。 1985年

についてみると，従業員1人当りの留保利潤は工

業部門は800元，消費財を扱う商業部門は1000元

であるのい対し，生産財流通関連の企業は2600～

2800元にもなる。工業内部でも，自動車工業は従

業員1人当担4571元もあるが，紡結業はわずかに

447元でしかない。

高い留保利潤を得ている企業で働く従業員はボ

ーナスも高く，年2000元にもなるの他方，限保利

i簡の少ない企業は，その5分の 1から10分の lし

かない。ボーナスの少ない後者の企業で、働く従業

員からみると，前者の企業のボーナスが多いの

は、その企業の経’首管理水準や労働の熟練度・強

度が高いからでは断じてない。監督官庁に対する

各企業のバーゲニング・パワーの去によって，利

潤額の格差が生じたのである。したがって，高利

潤企業と｜司じ賃金・ボーナスの支給を要求してし

かるべきだと考えるのである。

第2に，各工場のトップである工場長の役割の

変化とも関連がある。伝統的システムの下では，

工場長は政府，すなわち監督官庁の利益を代弁す

る存在であった。経済改革はそうした従前のシス

テムを変革し工場長が真に企業利益を代表する

新却の経営者になることを日指している。ところ

が，実際には工場長にとっての主要な関心事は，

中国のインフレーショ γ と経済改革

いかに従業員の要求に応えて，その利益をはかる

かにある。長期的展望に立った投資など行なわれ

ようがない。なぜなら，工場長の任期中の成績評

定は，従業員による評価が大きな位置を占めるか

らである。工場長にとって，任期中と離職後の人

的コネクションをつくり上げておくことはきわめ

て重要である。この数年間に企業へ留保された利

潤のうち， 80/ti:前後がボーナス・福利厚生へ充て

られ，生産発展肘に固されたのは20（，！：；：でしかなか

った借り。

第3に，中国の悶営企業が従来から引き継いで

いる体質と密接な関連がある。中国の国営企業は

生産の場であるとともに生活・社会福祉の場でも

ある。従業員に対する賃金支給においても平等主

義的で，各種ボーナスや手当などが一律支給され

るとともめずらしくない。生産性の高い企業の賃

金が上がるのはもちろんのこと， 「磐比」 という

競争・対抗メカニズムを通じて低生産性部門も賃

上げを要求する。 1987年の場合， 労働生産性7.6

店＼－；：のアップに対し，賃金総額は12.4~!:;: （そのうち，

ボーナスは40数伝の伸び）も増加している。

それに加えて，国営企業には労働保険，医療保

険，年金などが適用されるのはいうに及ばず，文

化・娯楽施設，凶書館，運動場，食堂から社宅，

託児所，幼稚闘，小中学校，病院，理髪店，クリ

ーιング店，浴場などまで併設している仇3〕。二

れらの施設の利用は，無料，またはきわめて低い

料金である。したがって，都市住民の貨幣支出

は，食料品，衣類，日用品の狭い範囲の消費へと

向かわざるを得ない俗的。ここに，これら生活必

需品価柊の騰貴する一つの要因がある。

現行の企業システムの下で，企業に残された留

保利潤のうち消費にまわされる部分はますますi脅

える傾向にある。具体的には，ボーナス支給や各

I I 
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種手当の増加，現物支給，さらには住宅建設に代

表される非生産的投資などの形態を通じて支出さ

れる。 1981～86年の期間，国営企業の従業員1人

当り基本賃金は年平均17.5~増であった。他方，

習保利i湾から支給されるボーナスや手当は年25.7 

4立も伸びている。また，国営企業の新規固定資産

投資に占める非生産的投資の比重は， 1981～85年

で40.3～45.5fなにもなる。住宅建設だけでは18.2

～25.4容を占める。 1953～80年の時期の生産的投

資の比重14.6～33(,1；：，住宅建設の比重4～11.8(,!;: 

と比べてみると，経済改革後の非生産的投資の著

しい伸びが知られるf注5）。

未曽有の規模で増大したのが，職場単位で購入

する集団的消費である。政府官庁，党組織などの

社会団体，企業，事業体，軍隊，農村集団経済組

織，および各種協同組合が公用のために公金で購

入する消費財への支出をいう。主として，家具，

事務用品，教養・娯楽，体育用品，書籍・新聞・

雑誌，自動車などの交通手段，炊事用具，計算器

具，家電製品，一般労働保護用品，公費医療・労

働保険・薬品宴会，従業員慰安旅行などに用い

られる信幻。

1987年の集団的消費は，経済過熱を抑えるた

め消費の圧縮方針がとられたにもかかわらず，

553 億元であった。前年より 19.6~ もの増大であ

る。偲人的消費・集団的消費を含む社会商品小売

額全体の伸び率17.6訟をも上まわっている。 1978

年の 135億元の4倍以上になる。国家統計局官報

ですら，公費による接待，宴会，贈答，物見遊山

の風識がいまだ改まっていないと指弾している。

また，この集団的消費は統計に現われる数値よ

り，実際の支出の方がずっと大きいということも

男知のところである他7）。

全国の職場単位で集団購入した小型乗用車は，

I2 

1981年には 1万5728台で，代金は3億4000万元で

あった。 1986年には11万5677台にまで増加し，代

金も53億4000万元を費やしている。そのうえに，

5年間で30万台が新たに増えているから， l台に

つき 1万元の経費がかかるとして， 10年間で300億

元かかる計算になる。 1986年の財政収入の13.4自ii:

前後に相当する大きな規模である。その他に，公

共投資による「楼，堂，館，所」（オフィスピル，ホ

ール，ホテル，招待所一一公務出張用の宿泊施設）の建

設が急速に伸び、ている状況を反映して，家具や家

電製品の集団的消費も増加している。 1981年と86

年とを比べると，ビデオは32倍に，ソファーは

21. 6倍に増えた。また，エアコン，カラーテレ

ビ，じゅうたんなどに対する集団的消費も 2～3

倍に増えている位向。

他方で，個人的消費の方もあいかわらず旺盛で

ある。以前には集団的消費用であった中・高級消

費財が個人的消費の対象となってきた。たとえ

ば，ピアノ，中文・英文タイプ，高級カメラ，電

子オルガンなどである。また，都市の青年の結婚

費用もますます高額化している。 1986年の遼寧省

のケースでは，平均1カッフ。ル7000元を費やして

いる。遼寧省だけで 1年に40万カップルが誕生す

るから，結婚費用の総和はこの省の賃金総額全体

の4分の 1にも相当する世9）。

2. コストプヴシュ要因

(1) 生産財価格の多重化

価格改革によって，利潤率水準の低い原材料・

エネルギー産業の政府決定価格が引き上げられ

た。また，計画超過分の生産財については割増価

格や市場価格で販売できることになった。その結

果，最も安い政府統一配分価格から最も高い市場

価格までの聞に，各種の価格が介在する「多重価

格」が出現した。なかには，こうした計画規制の
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緩和の間隙をぬって，政府から下ろされてきた計

画指標を来達成のまま，生産財市場やブラック・

マーケットに横流ししたり，独占・寡占状態を利

用レて高価格で売りつけたりする企業もでてき

た。

合法的・非合法的にかかわらず，このような生

産財の高価格は，それを購入・使用する企業の側

のコスト上昇をもたらす。原材料・エネルギーの

値上がりに対して，一般に中国の各企業の吸収能

力は卸点にすぎない。｛直上がり分の70若手は製品に

転持しているといわれる位lO）。生産財価格の上昇ー

は，コスト面からインフレをひきおこLす大きな要

国となっている。

1984年5月10日のl司務院「国営工業企業の自主

権をさらに拡大することに関する符定規定」は，

国営企業の生産した生産財の一部について自家販

売を認め，価格の多重化の現状を正式に追認し

た（注11）。鋼材はす十回i内の 2ft.:および計画超過分，

また銑鉄，銅，アルミニウム，鉛， I亜鉛，錫，石

炭，セメント，硫酸，濃硝酸，苛性ソーダ，精製

ソーダ，ゴムなどは計画超過分について， 20~宋

満の範囲で変動させることを認めた。

その後，次第に企業の自家販売部分を拡大し，

1985年には20(,t:という価格の変動幅に対する規制

をも取り払った。現在までのととろ，多重価格制

を実行している重要生産財は，第 1次・第2次エ

ネルギー， 石油製品， コークス，木材， 金属材

料，板ガラス，鉱産物などに広がっている。な

お，インフレ対策として1988年1月に計画外生産

財について再び上限価格制を導入した。

1980年lこ国家計画委員会あるいは国家物資局が

統一配分する生産財〈第1類物資）は256種，中央

各工業部が配分している生産財（第2類物資）は

581種に及んでいた。 1987年にはそれぞれ20種と

中閣のイゾプレーショソと経済改革

鍔4苦笑総生産宣言に占める中央配分の比率
（%） 

1987 

47.1 
47.2 
27.6 
15.6 

材
炭
材
トンィ〆

鋼
石
木
セ

74.3 
57.9 
80.9 
お.0

3
1
7
5
 

5
5
5
2
 

（出所〉 1980, 87年：李宝実ほか「生産資料双軌制的
!Bl顧与思考」（『価格理論与実践』 1987年5期〕 15
ベーン。
1982年： Ishihara, K.，“Planning and the 

Market，” Develo仰 g Econ側 ies，第25巻第4

号， 1987年12月， 292ページ。

561種に減少している。柴宗河論文によると，す

でに40白；の生産財は価格が自由化されている。さ

らに1995年までに80臥が白由化される見込みであ

る（注［2）。

また，中央政府が統一配分している品目のなか

でも，中央配分量が総生産量に占める比率も減少

している。鋼材，石炭，セメントのいずれも，大

幅に中央部分の比重が低下している（第4表〉。そ

の他の第1類物資に属する生産財についても，中

央配分されている比率は総生産量の16～国広にす

ぎない〈注13）。

このように，中央の統一配分から離脱した品目

はもちろんのこと，中央の統一配分の対象となっ

ている品目でも，総生産量の大半の部分は中央の

統制から脱落している。これらの中央統制から落

ちた生産財の価格は，政府決定価格とは異なった

価格で流通する。 1985年の主要な生産財の市場価

格は，政府決定価格の2～5.6倍に遣していた

（註14)

また，輸入した生産財も輸入価格にプレミアム

を付けた別体系の価格で売られる。生産財の輸入

量と圏内生産量との比率をみると，輸入量は鋼材

31. 2i,1,i;，木材10.2r下，銅（銅合金を含む） 28. 4＼＇.＼ぶ，

アルミニウム（アルミ合金を含む） 32. 2容とかなり

の比重を占めている。

13 
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第5嚢 4大製鉄所＊の自家販売鋼材の耐1,(1986年〕
（単位：万トン〉

鋼材生産量

企業自家競売
うち，所在地政府

間持続謙
譲葬品加工材の小売

995 

141 
52 
21 
15.3 
34 
5 
13. 7 

（出所） 張焼明・栄耀華「生産資料流通体制改革的矛
盾与方向JC『経済研究』 1987年10期〕 26ページ／

冶金工業部《中国鋼鉄工業年鑑》編緑割議員会編
f中国鋼鉄工業年鑑』北京冶金工業出版社 19
昨年版 535ページ。

〈注〕 本ここでは，鞍山（鋼材生産量519.96万トン〕，
本渓（116.5万トン〕，首都（255.57万トン），太原
(102.96万トン〉の各製鉄所のこと。

以上にみられるように，従来の中央政府による

統一配分が支配的な状況から，次第に中央配分の

沈率が低下するにともなって，価格の多重化が進

展してきた。

しかし他方で，中央統制から脱落した生産財が

必ずしも自由依格で取引されているとは隈らない

状況もみられる。中央配分から離脱したかなりの

部分に対して，地方政府が代わって関与してい

る。たとえば，中央統制企業が自家販売できる生

産財の比率はそれぞれの企業の生産法の10広以内

にとどまっている。その理由は，中央の統一配分

から離脱した部分について，所在地の地方政府や

各官庁がひきつづき行政的配分を行なっているか

らである。

第5表は，鞍山，本議，首都，太原の製鉄所の

生産した鋼材について， 1986{yの自家販売の具体

的方訟を分類したものである。 36.9広は，所在地

政府が何らかの規制や干渉を行なっている。文字

どおりの企議の自家販売は101,l,;i;にも達していな

い。これらの鋼材はそれぞれの販売方法に応じて

異なった価格を形成している。つまり，自家販売

価格についても価協は多重化しているのである

14 

（注15）。

生産財の総生産量に占める地方政府配分の比率

は， 1982年についてみると，鋼材:26~，石炭45

4な，木材'41Q立，セメント69肱である位16）。中央政

府による配分から脱落した部分の多くは，地方政

府の行政的配分下におかれている。もっとも，中

央配分計画から脱落した生産財価格は，地方政府

による配分も含めて，事実上，市場の相場価格で

流通しているとの指摘もある俗的。少なくとも，

中央統制配分と地方政府配分土は同一価格ではな

U、。

(2) 多重価格の実態

以上にみたように，経済改革・価格改革の進展

によって生産財の多重価格化が進展してきた。石

炭のケースに象徴されるように，価格の多重化は

中央統制炭鉱，地方政府菅轄炭鉱，集団経営炭

鉱，個人経営炭鉱からなる多重経済構造の反映で

もある。鋼材の多重価格を例にとると，政府統一

配分悩格，地方政府発注価格，輸入割増価格，冶

金工業部の掌握する変動価格，計闘超過部分の自

家販売価格〈市場調節価格〉， さらにブラック・マ

ーケット価絡も含める土，きわめて多岐にわたっ

ている。市場調節価格は統一配分価格の2～ 3併

になる（注18）。

以下では，このような生産財の多重価格の実趨

はどうなっているのかを品目別に概観しておく。

（イ） 石油価格

初めに石油価格からみよう。建国当初には石油

産出量も少なく，交通も整備されておらず，生産

コストは地域的に差が大きく，全国的に統ーされ

た石油価格は形成されていなかった。 1960年にな

って，大慶油田が発見された。その年の原油産出

震は 419万トンに遣し，石油の自給率も42.5~1i: まで

上昇した。そのため， 1961年3月に，地域差とコ
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害事6褒 1961年の原油価格表
（単位： ji;ハ、ン〕

蓮池時間玉河｜四）I同同｜五廠＊｜糊ホ錫
価格 lnoJ叫叫叫刈叫刈 250 1:10 

〈出所） .• 継芳「論我国石油価格体系的形成与改革」
（『価格理論与実践』 1987年5期） 25ページ。

〈注） * Iまオイル・シェー1レの可能性が高い。

ストとを勘案して，全国的に新たな原油価格が制

定された〈第6表〉。これは， 1950年代後半のソ連

の価格体系を参考にして決められたものである。

1961年から70年までは， 1トン当り平均 130元の

価格が維持されてし、た。ところが， 1971年の価格

調整でお昨値下げされ，平均103元となった。し

かも，その後1988年まで三の価格で国定されたま

まであった。

1970年代は，まさに世界が第l次オイル・ショ

ック（73年），第2次オイル・ショック（78年〉を経

識した時期に当たり，石油の国際市場価格は騰貴

している。 この時期に国際価格は 1パーレル1.8 

us弘から 30USなまで， 17倍近くも値上がりし

ている（注19）れ中同の国内価格は，同際価格よりは

なはだしくfltくなってしまった。

1975年から85年にかけて石油産Iii部門の油井建

設コストは2倍に上昇した。探査コストも 2.5倍

に増えている。原油の総合生産コストはこの10年

間陀 1.9格化な J，ている。コストは上昇しでも，

石油価格は低く抑えられたままであるから，ほと

んどの油田が赤字経営に陥っている。少なくとも

1トン当り 200元以上でないと，コストを補填でき

ないといわれている（注20）。

1983年から政府は原油産出最請負制を実施し，

請負ノルマを超過した部分については輪出しでも

よいし，国際市場掘格で圏内に販売しでもよいこ

とにした。いわゆる「高価オイル」の出現であ

り，石油の2重個格が登場した。当時，この高価

中国のイ γフレーショ γと経済改革

オイルとして販売される原油価格は，大慶油田で

1トン当り650元，勝利油田で520元であった。 1983

年と85年の調整を経て大慶545元，勝利475元に値

下げされたが，それでも政府統制価格の5倍以上

になる。その後， 1988年2月に政府統制価格，；百

価オイルともに 1トン当り 10元ずつ引き上げられた

他功。しかし現実には，このような小幅な値上げ

では効果はなかった。大慶油田は1960年に創業し

て以来，初めて88年に赤字を出した。その額は

2612万元である（注22）。

石油価格の問題点についてさらに詳しくみるた

めに，大慶油田のケースをとりあげる〈注23）。大慶

の第6開発区は，全国の原油生産量の 9分の 1を

占める大油田である。 1960年代には油井の自噴能

力が大きく，コストも低かった。 1980年代に入っ

てくる土，含水率が70~!,i: を上まわり，機械採油 fと

移行せざるを得なくなった。そのため，吸い上げ

機の修理と材料消耗，電動ポンプ，油井内作業お

よび探査の工事費，減価償却などで2億元，電気

代として 1億元がかかり，この費用だけで原油コ

ストの75~にも遣する。さらに，鋼材やセメント

などの原材料価格の値上げもからんで， 1980～87

年の期聞に， 1単位当りの原油産出コストは 3倍

になった。 24佑元の産出増にもかかわらず，手I］潤

は逆に4億元の減少をみた。限界費用が平均収入

（価格〉と一致する点を超えてなお，生産が拡張さ

れたこどになる。

大慶油田の価格形成については，次の四つの問

題点が指摘されている位向。

第1に，価格水準が低すぎる。大慶産原油の現

行価格， 1トン当り約100元は， 国際価格の4分の

1に相当し，他の園内油田と比べても低い。この

価格は，大慶油田の開発当初のコストに基づいた

ものである。当時，大量の人材・資材が国庫負担

Zラ
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で無盤投入され，政府援助はコスト計算に入って

いなかった。探査・試掘コストや維持経費もカウ

ントされておらず， 1トン当りコストは最低時には

11. 7元でしかなかった。

第2に，品質差が価格に反映されていない。日

本に輸出されるときには，大慶産卵油は最高価格

で引き取られる。その他の圏内油田より70元高

い。ところが，国内に向けて販売されるときに

は，新彊油田より 15元低く，中原油田や甘粛・箪

墜にまたがる長慶州問より30元も低いという（も

っとも，これには新覆産の原油の方が良質だからだとの

説もある〉。

第3に，加工製品と比べて安い。生産者価格を

比べると，原油が 1トン当り約100元，ガソリンが

591. 60元である。ところがコスト比でみると，原

油1に対して，ガソリンは2.25傍でしかない。

第4に，石油工業部による計画統制が厳格にす

ぎる。大慶原油の90i:1ぷ以上が政府計蘭価格で売ら

れ，協議価格で取引される量が少ない。

石油製品では，工業用重油の例がある。政府決

定価格が1トン当り 115元であるのに対し，政府指

導価格145～330元，市場調節価格490元にもなる

〈注25)。

（ロ） セメント

1985年から生産財の計画超過部分について，生

産企業が市場価格で自家販売できるようになった

ととはすでに述ぺた。この措置によって，セメシ

トは同一品質の製品に対し大きく分けて 3通りの

価格が成立するようになった。中央政府の統一配

分価格，地方政府の配分価格，および市場価格であ

るο しかも，中央政府配分の比率は年々低下する

傾向にあり， 1982年には全生産最の4分の 1を占

めるにすぎない。 1985年末には，この 3重価格の

比は1対1.5対2.5であった。ところが， 1986年9

r6 

月末には l対1.24対1.6にまで縮小している。

この政府配分価格と市場価格との比が縮小した

のは， 1986年初めの政府配分価格の引き上げによ

る。この時，中央配分のセメント価格は60i:ti:上昇

した。代表銘柄である4253ケイ酸塩セメントは，

1トン当り56元から90元になった。大部分の省・市

政府でも10～30i:ti:引き上げられた。それに対し

て，市場価格の方は小幅な動きを示したにすぎな

い。たとえば39の生産財市場の資料によると， 19'

86年初めに139元であったが， 4月167元， 9月

144元であった（注26）。

村木材

価格の基礎となるコスト計算にさいして。中国

では伐採，集散，輸送，貯木のコストを算入する

だけで，営林経費を含まない。そのため，政府配

分価格は低く抑えられている位向。

黒龍江省、は全国の木材生産量の2分の 1を占め

ている。木材価格は過去4回の調整を経て， 2倍

に上がった。しかし，コスト（営林経費を除く）の

方はそれを上まわって， 2.5倍になっている。

黒龍江省の木材価格は， 1986年10月より前には

1立方布当り 95.38元であった。自主流通してい

る南方の木材や計画外木材価格の3分の lにすぎ

なかった。 1986年10月の小幅な値上げによって 1

立方向当り 144元になったものの，それで‘もなお

南方木材や計画外価格の2分の lでしかない。黒

龍江省序：の朝鮮松，おにぐるみなどは南方に運べ

ば2倍の値段で売れる（注28）。

全国規模でみると， 1985年に商品として取引さ

れた木材は5000万立方向であった。そのうち，計

画内流通が1700万立方おで， 1986年10月の値上げ

以後の価格ですら，価格は 1立方匂当り 140元で

しかなかった。他方，言十画外流通は南方木材1300

万立方向，北方木材900万立方向，輸入材"900万立
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方：；からなり，平均価格は 1立方む当り 220元で

ある。価格差は1.57倍である。

もっとも，南方木材は1986年からすべて市場取

引されるようになったため，それ以前に比べれば

市場調節価格は砥下している。政府統制価格の残

っていた1985年以前の時期には，市場価格は 1立

方t；当り 700元という高価格で取引されていた

（注29）。

（斗石段価格

石炭価格はエネルギーのなかでも最も低く抑え

られてきたc 建国以来， 4）支の改訂を経て， 1985

年以降は 1トン当り24～25元に引き上げられたが，

国際価格と比べるときわめて低い。また， 1983年

には生産計画超過分に対しては，政府決定価格の

うえに 100伝のプレミアムをつけて生産を刺激し

てきた仙川。この時期から，石炭の一物多価が全

国的iこ広がった。

石炭も他の生産財と同様に中央統制配分の比率

は低下しており，総生産量の50f与をカバーしてい

るにすぎないc 残りの50~j::は，地方政府経営と集

団・個人経営の炭鉱とで2分されているc 山西省

の石炭が上海に運ばれて売られるときには， 1トン

当り60元以上になる。他方で，中央統制炭鉱の石

炭が地元の山西省で売られるときには30元にもな

らない。郷鎮炭鉱の石炭はさらに安く， 10元前後

でしかない（注向。このため，一般的に中国の沿海

各省の省エネ投資額は，山西省などの内陸各省よ

り大きいの

黒龍江省在属炭鉱の石炭価格は，次のような問

題点をもっている。

第1に，コストの方が価格より高い。原炭1トン

当りの炭鉱渡し価格は， 1981年21.47元から85年

27.94元に上がっている。 ところが， コストも

23.85元から29.03元に増えている。コストの上に

中閣のイ γフレーショ γと経済改革

税（1.77元〕を加えると，炭鉱は 1トンの石炭を掘り

出すたびに 3元の損をすることになる。したがっ

て石炭産業の資金利潤率は－1.1~；である。

第2に，品質等が価格に反映されていない。粘

結炭と普通炭の価格比は 1.2対1と差がほとんど

ない。発電所や大型ボイラー使用企業に適用され

る粉炭と普通炭の比も1.03対 1でしかない。その

ため，多くの炭鉱は上質の石炭に加工するととを

きらい，品質のよいものも劣ったものも混じり合

ったまま売っている。黒龍江省全体で毎年，上質

の粘結炭350万トシが脅A通炭として燃やされている

と推計される。

第 3に，流通の中間段階でのフ。レミアムが多す

ぎる。炭鉱渡し価格30元の原炭が，生活消費用と

して石炭市場で消費者に渡ったときには60元を超

えている。

第4に，集団・個人経営の小炭鉱の乱掘が資源

破壊を招いている。掘る深さは30～100:,j;と浅く，

出炭率も正規の炭鉱の 3分の l前後しかない。

(3) コスト上昇の製品価格への転嫁

以上に述べた生産財価格の多重化は，ニつの方

向から進められてきた。一つは，政府統制価格と

企業自家販売価格への分岐である。中央政府管轄

下の企業は，計画を超過達成したばあいに政府指

導価格，さらには市場調節価格で販売することが

できる。他の一つは，中央国営，地方国営から集

団所有，自営業にいたる所有制別の多重価格であ

る。経済改革の進展にともなって主主場した所有主

体の多元化によってもたらされた。

経済改革・価格改革の進展にともなって価格の

多重化が進んできた左いう意味では，多重価格は

積極的役割を担っている。

李宝実らの論文によると，多重価格は次のよう

なプラス面を有している〈注問。

17 
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第1le:，現段階は政府決定価格から全面的に市

場調節価格へ移行する条件が整っていない。多重

価格制は，中間の現在のl'tl庫負担能力，市場経済

化の進屡度，企業の吸収能力などからみて妥当な

選択である。変動幅も比較的小さく，売手・買手

の双方とも受け入れやすい。第2に，市場調節価

格の変動は政府決定価格を制定するさいの参考に

なるc 第3／こ，企業は計画超過分を自家販売する

ことで収入増となる。第4に，製造加工業が生産

財の航上がり分をコスト引き下げによって吸収し

ようとする。第5に，中央統制配分，政府決定価

格の比重が低下する。

他方で，多重価格は次のようなマイナス面も有

している。

第1に，生産財生産企業は，高価格で売れる自

家販売部分を明ゃそうとする。政府から下ろされ

た計画指摂を宋達成のまま，自家販売されること

も少なくない。第2に，多重価格制の下で，市場

調節価格は需給状況を正確に反映しているわけで

はない。全面的に市場調節されているばあいと比

べて，多重価格制下の市場調節価格は高くなる傾

向にある。実際の需給のギヤツデより緊張してい

るかのようにみえる。計画価格と市場価格との併

存は，過大な価格差と両方の価格のゆがみとをも

たらす（注33）。また，不足財は往々にして，どんな

財とでも交換可能なハード・カレンジーとして機

能する。第3に，安い価格で購入して，高い価格

で販売するこ Eが可能である。多重価格制の下で

は，投機，空売りなどの不正の風潮を助長する。

このように，多重価格は企業の生産発展へのイ

ンセンティブ土なると同時に，他方で合法的・非

合法的形態を通じての値上げをもたらす傾向があ

る。違法値上げのうちでも生産財関連が最も重大

で， I万元以上に上る違法値上げ収入は，ほとんど

r8 

生産財の購入・販売を扱う企業，あるいは生産財

を生産する企業によるものである位向。 1987年5

月には，生産財価格の管理を強めて，みだりに値上

げをすることを抑止する国務院通達も発布されて

いる慌35）。いくつかの例をひろってみよう僧36）。

ある大型製鉄所では， 1986年の公定価格での販

売計両のうち， 3万トンが未達成となった。ところ

が，線材（wire) 5万九を計画外価格で販売して

いる。もともと公定価格で売るべきであった角鋼

材は，線材に加工されてしまっていた。

鉄道・運輸では，いろいろの名目で手数料を徴

収するのが主たる実質値上げの方式である。吉林

省延古市では，前売り切符1枚当り 0.5元の雑費

をとる。

石炭・セメントの違法値上げの典型は，販売量

のごまかしである。 1986年より前には石炭企業の

ごまかしがいたるところでみられたの 1986年に買

手市場になってから，このような詐欺行為は少な

くなったものの，大同などの上質炭生産地の企業

は依然として行なっている。セメントのばあい，

標準寸法より小さいセメント袋を生産する紙袋工

場があり，セメント工場からの注文をさばききれ

ないほど繁盛したという。

電力産業では，電気料金の複雑な体系を利用し

て，適用される料金等級を引き上げたり，割増料

金を課したりしている。

木材産業では，中央の統制配分材の品質基準を

許可なく勝手に引き下げて，劣等品質のものをそ

れに充当する。そのため，買手企業は公定価格で

は良質材を購入できなくなった。

石油製品のばあいは， 3通りある。（1)1回の販

売量が180拐を超えたときには，卸売価格で売らな

ければならない。ところが，多くの給油所は小売

価格で売っている。（2）給油量をごまかして少なく
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する。（3）前述した高価オイルの比重を多くする。

生産財の流通を扱う物資部系統の企業にも，タj’

せずして甘い汁を吸う方法がある。買手企業に渡

るまでに，計画内供給指標が転々と中間流通機構

を移っていく。市に領収書を 1枚切るだけで，買

手企業から 2～3院の手続き料を者受け取るごとが

できる。

1988年上半期の28省・市・自治区の不完全な統

計によると，物資部系統の官庁および傘下の企業

が違法な投機行為を摘発されたのは31件に及ぶ。

そのうち，自動車と鋼材を転売した件数は19件に

もなる。

広州ブランドの505自動車3台の転売ル｝トと

1台当りの値段は，次のとおり。吉林省交通開発

公司 11万5000元→威海市物資llfl務公fr] (I Li東省）

12万8000元→吉林省長春市生産資料服務公司（吉

林省） 13万5000元→台山県物資貿易中心（広東省）

15万2000元→秦主品市生産資料服務公司（河北省）。

この転売の期間中，商品そのものは広州の倉庫に

置かれたままであった位向。

これまで｝£べたように，生産財価格の多重化，

およびそれを利用した合法的・非合法的な価格の

引き上げは，生産財価格の全般的上昇をもたらし

た。中国の現行システムの下では，生産財価格の

上昇は容易にコストプッシュ型のインフレへとつ

ながっていかざるを得ない。その理由は，次の諸

側面から指摘できる（注38）。

第1に，企業への利潤留保を中心にした改革，

とりわけ誇負経営責任制は，企業の近視眼的行動

を助長した。改革前の伝統的システムの下では，

企業の経営状況と従業員の賃金・福祉とはリンク

されていなかった。そのような体制の下では，企

業はコストと価格との比に関心を示さず，コスト

の上昇が必ずしも値上げへとつながることもなか

中国のインフレーシ習ンと経済改革

った。ところが，改革後のシステムの下では，企

業は短い請負期間中に成果をあげなければならな

い。長期的には経営に不利で，企業の市場占拠率

をせばめ，製品の競争力を弱めることになるとし

ても，企業は短期的利益を追求する。コスト上)i・

は企業の経営合理化によって吸収されるよりは，

価格引き上げの方に転嫁されがちである。

第2に，全般的に供給の不足している物不足経

済では， iii't--1：げのチャンスはいたるところにあ

る。コストの上昇は，売手市場では容易に価格引

き上げとして現われる。

第3に，とれまでの改革の重点は企業への分権

化にあり，市場・価格メカニズムが正常に機能す

るという而での改革は遅れている。企業への価格

決定権の委譲は，市場が競争的環境にある限り，

必ずしも価格の引き上げにつながるとは限らな

い。土ころが，市場体系の確立していない現行シ

ステムの下では，コスト上昇は容易に価格に転嫁

される。とりわけ，独占・寡占状態にある中国の

大多数の国営企業にとってはそうである。

生産財価格の値上がりを防止するために，次の

ように政府はたびたび通達を出している。

1987年5月 国務院「生産財価格に対する管理

を強めて，価格・料金のむやみな値上げを

制止する通達」。

1987年9月 国務院「中華人民共拘国価格管理

条例」一一一計画内生産財の計画i外価格によ

る販売や独占価格の設定を禁止。

1988年1月 国務院「重要生産財・交通運輸和Ii

格管理暫行規定」一一一（1I石油，石油化学，

鉄道，民航，電力，冶金，非鉄金属，石炭

などの独占企業あるいは独占的産業の生産

する重要生産財・交通運輸価格は国家物価

局が統一制定（第7表参照〉。（2）指令的計画

19 
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第 71,変政府が価格統制する護要生産財・運賃

品 目L
1
2
3
4
5
 

原油，ガソリン，ディーゼノレ油，灯油，重油
天然ガス
電気
ピレット，鋼材，銑鉄，スクラップ
銅，アルミニウム，鉛，すず，亜鉛

6 j碕墜，守也ソーダ，精製ソーダ，ゴム， 思原事 － 
I t求棄，硝酸アンモニア，渓業用ビューノレ， 薬（ァィプァレックス， DDT液，ロゴール液， 1605液〕

自 ｜北方産木村
9 i石炭
10 I 国有鉄道運賃，航空国内料金，沿海・長汀オt遼料金，港湾諸掛り

（出所〉 f価格理論与実践』 1988年3期 49～50ページ。

を完成し，契約を履行したの九， r¥十画超過

分の自家販売を認める。（3）郷鎮企業を含む

各企業が計［]llj外の重要生産財を売買すると

き，中央政府・省・自治区・大中都市の設

立した生産財市場以外での完寅，ふるいは

指定した企業以外との取引を禁ずる。

1988年 1月 直務院「計画外生産財の全国統一

最高［51,f価格暫行管理弁法」一一ーいったん取

り払った計画外生産財の価格規制を再導

入。

このような生産財価格の上昇を抑える通達がど

れほどの効力を発揮するかは，はなはだ疑わしい

といわねばならない。すでに述べたように，供給

が需要に広じ切れない中国経済の従来からの実態

と各種の改革措置によってっくり出された現行シ

ステムの矛盾とが結びついて，生産財価格の多重

化や全般的な騰貴をもたらしているからである。

生産財の政府決定価終の不合理やそれに｛＇ jそう多重

価格制は，一朝一夕に解決できるものではなく，

長期的に存続せざるを得まい。

最終的；こは，このような生産財価格のゆがみや

多重化が解決されるためには，全両的に市場取引

にゆだねるか，国際価格とリンクするしかないで

あ人う。現在のインフレ昂進下では，そのいずれ

20 

をも実現するような条件がないととも確かであ

る。原材料・エネルギーの政府決定価格は，国際

市場価格と比べると，まだきわめて低く抑えられ

ている。国際価格に対する政府決定価格の比は，

精選炭45Q;j;，石油31~~不，鋳造用銑鉄71~~，ビレツ

ト64~：－；：である（注39）。

3. マネーサプライ要因

(1) M。と物価指数

近年におけるマネーサプライの増加は，中国の

インフレ要因のーっとなってきた。 J.llj稿で示した

ように，マネーサプライと中国式国民所得インプ

リシット・デフレーターとは， 1978年以前にはほと

んど関連性をもっていなかった。だが， 1978年以

降になると並行して上昇しており，市場経済にお

けるマネーサプライと GNPデフレーターとの中区

間関係に類似した動きを示すようになった。市場

経済化の進展を婁づける他的。

石川滋氏は，早くも1980年初めの段階でマネー

サデライ要閃を重視していた。氏によると，貨幣

発行がすべて信用発行によって行なわれたとして

も，償還が遅延したり不能になったりする事情が

生じたばあいには，貨幣流通最が商品流通の正常

必要最を超えてインフレをもたらす。このインブ

レ要因は， 1960年代初めのインフレ時にはなかっ

たもので，経済改革以降に登場した新たな要因で
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中国のインフレーションと経済改革
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マネーサプライ増加要因第2図

中国統計出版社

あるf注41）。

物価指数とマネーサプライとの関係をさぐるは

国家統計局編『中国統計年鍛』北京（出所）
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マネーサフ。ライどして仰を採用するかが問あい，

マネーサプライとして預金通

貨を含支ない現金流通量（Mo）のみをとりあげてみ

題となる。初めに，
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λf。の増減は， r中国統計年鑑』各年版に発表さ

れているマネタリー・サーベイ表から，次のよう

な関係が見出される（注42）。

λf。増＝（対政府貸し出しー財政性預金〉

＋〈対民間貸し出し増ー預金増〕

十保有外貨増ーその他

lvl.の増減に大きな影響を及ぼしているのは，対

政府貸し出し純増と対民間貸し出し純増である。

第8表lt, 1980年以降の対政府貸し出し純増，

対民間貸し出し純増，流通現金増加率，消費者物

価指数の推移を示した。第2図はそれを図示した

ものである。

19811年の M。の49.5昨もの増加は，財政赤字補

壌のための人民銀行からの借り入れ増加（83年199 果，対政府貸し出し純増はー 188億2200万元とな

その点だけからみれば ,1¥;f，。は大幅減少するは

ずであった。

が大幅に増え，

大きくは低下していない。

現金流通量M。が使用される最大の対象は，消

と三ろが，この年には民間貸し出し

M，の増加率も24.7伝とそれほど

り，および財政性預金

ヵtの減少（83年197億8700万元，同年165億8800万元〉

大きく作用している。

（（意Pcl 
民間貸/1',純増｜だi'1円

究

¥ 

¥ 
¥-1300 

億5700万元， 84年260億7800万元），

2I 

1985年には対政府貸し出しの額は伸びなかった

のに対し，財政性預金は大幅増となった。その結
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168ページ。1980年

費財の購入である。第3図にみられるように，流

通中の現金の70容が商品購入にあてられている。

消費財の供給が増えなけM。の増加に対応して，

その需給ギャップはインフレ圧力として現

われる。

南部稔氏i土、

れば，

シャオ（K.H. Hsiao）の計算方法

を求め「総合インフレーシヨン指数」をmいて，

（出所〉 (1）～（5）国家統計局編『中国統計年鑑』北京
中国統計出版社各年版，および南部稔「中国のイ
ンフレーション」（『アジア研究』第32巻第1号 19 
85年4月〕 10ページ。

(6) Chen, Nai Ruenn; Chi-ming Hou，“Chi-
na’S Inflation, 1979-1983: Measurement and 
Analysis，＇’ Economic Decelopment and Cultural 
Change，第34巻第4号， 1986年7月， 823ページ。

（注〕 ＊南部氏の同上論文 8ページでは， 1978～83
年の年平均上昇率を総合インフレーション8.8%,
「開放インフレーション」（顕在的インプレーション）
2.8弘 「抑圧インフレーション」（潜在的インフレ
ーション） (i %と計算している。筆者の計算では，
それぞれ順に9.41も， 2.9%,6.5%になるの

中［E］の貨幣流通i土，大きく分けて二つの部分ι
分けられる。一つは，家計および自営業者の収支

活動に伴う現金流通である。他の一つは，企業や

卒業体などの間の収支活動に伴う現金流通であ

る。ところがヲ後者の取引にあっては，現金決済

は大さなウェイトを占めてはいない。取引のほと

んどが銀行口座を通じての振替決済によって行な

われている。実際のととろ， 1986年末の流通現金

の総｛＇；－インフレーシ＝！ン桁数を求めると， 267.7 

この期間の年平均上昇率は，になる（第9表）。

小売物価総合指数の公

式統計における同期間の午、平均上打率は 4.3主1,i:で

ある。

ている。その算式は，現金流通量と商品小売量と

の比からなる借り〉。

I, I明
（ ー

＆一 Ir/Ip

It ＝総合インフレーション指数

lni＝現金流通量指数

Ir＝当年価格の社会商品小売総額指数

I，，＝尚品小売物価総合指数

この方法lこ依拠して， 1978年＝ 100とした87年

ちなみに，11. 6~：-i: であろ＝

1'1., J¥.12とインフレーション圧力(2) 

マネーサプヲイとしてとれまでのととろでは，

しかし，中国でも ili場経済の

国と同様に，マネーサプライは M。のみに依拠し

て計算していたのでは．信用創造の規模を知る土

とができない。

22 

A-1.をとりあげた。
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第10禁中国における「マーシャルのKJ

Mo M, I M, I Y•P•H I "" 
KM, KM2 （量~『 晶 . . ' 

i量孟〉 ｜ （億元〉 ｜ （億元〕 J 品 Mo

1,085.9 1,214.8 t931 0.0723 0.3705 0. 4145 
1979 267.7 1,371.1 1,537.5 289 0.0814 0.4169 0.4675 
1980 346.2 1,731.3 1,959.9 694 0.凹37 0.4687 0.5306 
1981 396.3 2,114.6 2,404.0 3,953 0.1003 0.5349 0.6081 
1982 439.1 2,488.2 2,853.4 4,254 0.1032 0.5849 0.6708 

1983 529.8 2,949.5 3,413.4 4,786 0.1107 0.6163 0. 7132 
1984 792. 1 3,842.7 4,458.0 5,835 0.1357 0.6586 0.7臼O
1985 987.8 4,616.0 5,457.2 7,276 0.1358 0.6344 0.7500 
1986 1,218.4 5,8印.2 7,049.5 8,288 0. 1470 0.7071 0.85佃

（出所） 楊仲偉ほか「我国通貨膨脹的診断J（『経済研究』 1988年4期） 9ページ。
（注） A10：流通現金量

M,: A1o＋都市・農村当座預金＋企業預金＋基本建設預金＋機関・団体預金＋農村預金
M，：β1，＋都市・農村定期預金
Y•P•H ：名目GNPの貨幣経済化部分
K: MJ(Y,P,H〕

最は約1200億元あるが，国営企業や政府機関など M,=M。＋都市・農村当座預金＋企業預金

が保有しているのは200億元にすぎない（注叫。

現行システムの下でも従来の金融システムは依

然としで効力を発揮しているο 各専門銀行は預金

と貸し出しのバランスをとる義務を負っておら

ず，実費的：こは中央銀行と専門銀行との区別がな

いといってよい。銀行を通じて行なわれる決済方

式には， J欠の諸方式がある。代金取立状の送付に

よる「委託代金立て」，信用状の送付による決済，

支払単位が銀行に委託して送金する為替方式の3

種である。同一市内・同一県内では，そのほかに小

切手，限度額小切手，銀行委託受取り，銀行委託

支払いなどの方式が含まれる位旬。これらの方式

を通ビで各専門銀行は信用創造を行なっていく。

しかも，後述するように金融の質的統11,Jjに代わる

新たな金融政策が機能していないために，信用拡

張を制約することがいっそう難しくな丹ている。

以下では，マネーサプライとして M。のほか

に，通貨性預金や定期預金を入れ込んだ M,,M, 

指標を用いた研究をとりあげてみよう。

楊｛中偉・張曙光などの共同論文は，各種のマネ

ーサプライを次のように定義している。

1¥10＝流通現金量

＋基本建設預金十機関・団体預金＋農村預金

1¥1,=M，＋都市・農村定期預金

また，名目 GNPの貨幣経済化部分を計算し

て，市場経済における「マーシャルのKJに相当

する数値Kが得られる。

K=M/(Y•P•H) 

Y：実質GNP, P：インプリシット・デフレー

ター， H ：貨幣経済化率， Y•P•H ：名目GNPの貨

幣経済化部分

M,, M,, M，のそれぞれについて， Kを求めたも

のが第10表である。それによると， 1978年のKM,

37. 1広， KM,41. 5広から， 86年には， KM,70. 7 

~j:, KM, 85. 1(,¥j:へと上昇している。マーシャル

のKは貨幣の流通速度の逆数であるから，その数

値の上昇はインフレ圧力の増大を意味している。

さらに， 1"vf, Y, H, K, P のそれぞれについ

て，対前年比増加率M’， Y',H,K',P＇を求め，

以下の関係式からインフレ圧力 （K'+P＇） を推定

している。

M,'-Y’－H’＝KM,'+P' 

その計算結果をみると， 1986年のインフレ圧力

はマネーサプライ M，のばあいに16.3～18.8i:;i:, 

23 
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M2のばあいで18.2～21.0若手という高い数値を示

している。ちなみに，公式物価統計における1986

年の職員・労働者生計費指数は7.0跡である。

〈注1) 戴酒長・言実演明「エ資侵蝕利潤」（『経済研

究』 1988年6湖） 7～9ページ。

〈注2) 向上。中鎗和涼次「中閣の経済体制改革」

〈野h村一雄編『社会主義経済論』有斐閣 1986年〉

115ページによると，企業長の権限の突餓は制度ほどに

は付与されていない。ただし，従業員の昇給について

は自主的に決定しているという。

〈注3) 石原「価格改革J41ページ。

〈注4) 何道蜂ほか「論我眉近年通貨膨脹的発生機

制与結構的表現J（『経済研究』 1987年11期）'J:lぺージ。

〈注5) 向上論文 22ページ。

〈注6）郭今吾主餌『経済大辞典商業経済巻』上

海上海辞書出版社 1鉛8年 183ぺージ／呉俊揚「探

討深化価格改革的思路」〈『財質経済』 1988年4期） 5 

ページ。

〈注7）呉俊揚「制止遁貨膨脹推進価格改革」
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IV 窪済改革の現段階とインフレーシ

ョン

1. 誇負経堂責任帝IJと価格改革

これまで第耳節では，価格統制の撤廃を中心と

した価格改革の推進によって，従来のシステム下

で抑圧されていた潜在的インフレが顕在化し，物

中国のインフレーションと経済改革

価指数に反映されるにいたった事情を説明した。

経済改革に着手して以降，インフレが進行した全

般的背景といえる。次に第E節では，最近のイン

フレの原因についても分析を試みた。そこでは，

ディマンドプ勺レ，コストプッシュ，マネ｝サプラ

イの 3要因が複合的に作用していることを明らか

にした。

このようなインフレの進行に直面して， 1986年

に予定されていた生産財価格の全面的改訂を中心

とした改革は断念された。企業聞に平等な競争条

件を設定するための改革が挫折したのに対して，

企業の権限を拡大するための改革の方はひきつづ

き推ill;された。しかし，企業の外部条件が不平等

なとき，企業に与えられる権限は政府が各企業の

経営状況や外部環境等を考慮して規制せ在、るを得

ない。そのような要件を満たすものとして， 1987

年に入って請負経営責任制が国営の大・中型企業

に対して急速に普及した（注 I）。

吉林省ではこの制度が過去2同導入されたこと

があるが，いずれも中途で廃棄されでいる。 1982

年には赤字企業の欠損額請負という形で導入され

た。しかし， 1983年に行なわれた利潤上納制から

法人所得税徴収制への転換にともなって，第1回

目の請負制は廃止された。ところが，他方で法人

所得税制も一律に適用する条件が熟しておらず，

1985年に再び請負制が導入された。だが，これも

1986年にストップした。 1987年に入って 3度目の

導入がなされ，現在96［五の企業に普及している

俄 2）。河南省では1987年初めから請負経営責任制

の導入が始まった。 1年もたたないうちに，河南

省の地方政府予算内企業の 3分の2以上に広がっ

ている（注3）。

r~営の大・中型工業企業は 1 万2398を数える

が，そのうち， 1987年末までに4分の 3を占める

Zラ
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第11袈古林省の締負経営責任制（1987年〉 (%) 

(1) 8.5 
(2) 8.0 
(3) 0.3 
(4) 51. 3 
(5) 4.1 

(6) 2.2 
(7 10.5 
(8) 7.5 
(9) 2.1 
a回 1. 5 

計 請負経営責任制の実施企業 96.0 

（出所〉 社海燕「承包銅u: ！富有企業体制改革的初始遺択」〈『経済研究』 1987年10期） 10ページ。
（注） 古林省の中央・地方国営介業総数に内める比率。

9270企業で，次の諸方式が実施されている〔注4〕。

(I) 利潤逓増詰負fhiJC監督官！iτに対して企業が請負

う利潤額が年々増加していく）←一首都鉄鋼公

司など989企業 Cs』：i:)

(2) 利潤とリンクした賃金総額制（企業の獲得す

る利潤額に応じて賃金支給額が増減する）一一1508

企業（12.2fケ〕

(3) 欠損帯魚・欠損削減請負制（赤字経営の企業

が毎年の欠損額を脅負り一一523企業（4.2古ti:)

(4) その他の各種経営費任制］（具体的方式はさま

ざまだが，上納利潤・納税基準額を超過達成すれば

企業留保が多くなり，造成できなければ企業が弁済

するとし、う点で共通している〉一一6250企業（50.4 

(:1,,::) 

地方政府の省レベルでは，請負南！の導入が最も

進んでいる吉林省のばあいは，第11表のとおり10

方式かムなるc 吉林行の請負経営責任制は，次の

ような問題点をかかえている日の。

第1に，請負期聞が短く，企業総数の3分の2

l土1年ごとに契約を更新しなければならない。企

業の近視眼的行動を｛足す。

第2に，請負指標の決め方が各企業と監督d内庁

との聞で個別的に決められるσ その結果企業間の

手I］潤留保額に千数百万元もの格差が生じる。しか

も、その格差は作業経営の優劣によって生じたも
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のではなし官庁と企業との聞のパーゲニングで

決まるのである。

第3に，ボーナス支給額が増加する傾向にあ

る。収益性の高い企業ではボーナス額は 4.5ヵ月

分の制限枠に達してしまった。吉林省の10大企業

の奨励フォンドは 750万元も形成されており，再

支給が許可されるのを待っている状況にある。

第4に，監督官庁と企業との契約関係で定めら

れた範囲内に企業活動が限定されるため，企業の

属する産業部門を越えての投資ができない。産業

構造の転換が進まないわけである。

第5に，企業内部の監視やパーゲ三ングのため

のコストが増加した。長春市自転車工場では，企

業内部の請負ノルマ指標の達成状況を審査する組

織が40班（351人〉も成立したという。

請負経営責任制においては，各企業の経営状況

や価格水準に応じて請負ノルマが個別的・具体的

に設定される。そのさい，監督官庁と企業との聞

での「討似i還価」 （パーグエング〉が重要な意味を

もっ。すなわむ，いかに請負ノルマを低く設定す

るかが企業のトップoの腕のみせどこLろとなる。し

たが •） て，企業に留保される利潤の多寡は，企業

経営の優劣よりも，バーゲニングの力関係によっ

て決官されるととろが大きい位6〕。また赤字企業

については，請け負うべき利潤がないから，欠損
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額の減少を請け負わせる。その請負ノルマを達成

すれば，赤字企業にも欠損減少分が留保される。

黒字企業・赤字企業のいずれも，この制度の下

で企業開保の増加をかちとることが可能なのであ

る。企業の従業員も獲得した留保額から賃金・ボ

ーナス支給の増加にあずかることができる。企業

の監督官庁も企業とのパーゲニング，財政部系統

との折衝に自らの存在意義を見出し，従来からの

企業監督権限を失うとともない。財政部系統も毎

年の安定的な財政収入増を予定できる。 4者とも

十分に満足し得る権限や利益もないかわりに，す

べてを失うリスクも冒していない。妥協の産物な

がら，四｝jまるくおさまる。

しかしながら，経済改革の遂行という観点から

みれば，本質的には従来のシステムとほとんど変

わるところがない位7）。企業の地位は依然として

行政機構に従属したままである。企業が赤字を何

年続けても倒産しないのはいうまでもなし賃金

・ボーナスのカットすらあり得ない。「鉄飯碗」（親

方五星紅旗）で「大鍋飯」（どんぶり勘定）を食べる

システムは基本的に維持されている。企業に対す

る予算制約は，依然としてソフトのままである。

詰負経営費桂制を称して「伝統的システムの下で

の利益配置を変革しない改革Jといわれる所以で

ある〔注幻。

すでに述べたように，デ、イマンドブ。ル要因は経

済改革前の従来のシステムの時期から引き継いで

きたものである。総需要が総供給を経常的に上ま

わる状態にあ札固定資産投資や賃金支給の増加

は需給ギャップを拡大し，物価水準のと昇へとつ

ながらざるを得ない。伝統的システム下の国営企

業は生活・社会福祉の場でもあり，従業員に対し

低廉な価格で住宅など各種のサービスを提供して

きた。そうした体制の下では賃金やボーナス支給

中国のイ γフレーションと経済改革

額の増加分は狭い範囲の消費財へと集中せざるを

得ない。

他方で，ヂィマシドブ。ノレ要因は経済改革後の新

システムとも密接に関連している。請負経営責任

制の下では，政府と企業とのパーグニングによっ

てノルマが決定されるo そのノルマ基準のいかん

によって企業成績の優劣もきまり，ひいては従業

員の賃金・ボーナス額も左右される。企業成績の

劣った企業の従業員が，低賃金に甘んじなければ

ならない積極的な理由はない。いきおい，成績の

悪い企業の従業員も高賃金・高ボーナスの企業の

従業員と同じ待遇を要求することになる。 「吃光

分浄」（食べ尽くし分け尽くす分配方法〉が各企業に

広がっていく。裸河リン肥工場では，請負制の導

入によって従業員の所得は80臨も上昇した〈注幻。

さらに，企業自主権の拡大と工場長責任制の導

入にともなって，工場長は監督官庁の命令を執行

するだけの地位から離脱した。しかし，いまだ企

業の長期的利益を体現する経営者としての機能を

発揮するには至っていない。工場長の目下の最大

の関心事は，企業の従業員が彼をいかに評価する

かである。したがって，企業の長期的展望に立っ

た生産的投資は行なわれず，主として賃金・ボー

ナスあるいは福利・厚生への支出がふくらんでい

く。

インフレ要因の2番目にあげたコストブッシュ

型は，価格調整や統制価格の撤廃による生産財価

格の値上がりが大きく影響している。現行の請負

経営責任制は，ほとんどが1年という短い請負期

間中に企業成績を上げることを要求する。そうし

た環境の下で，企業は長期安定的市場を確保する

ことよりも，眼前の収益増を追求することにな

る位10）。その結果，生産財の生産や供給にたずさ

わる企業は，売手市場ならびに独占・寡占の状態

27 
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を利用して，販売価格をつり上げる。しかも，多

重価格が成立している状況下で，政府公定価格よ

り高い価格で販売するチャンスは，合法・非合法

を含めてたくさん転がっている俗11）。

請負経営責荏制は価格改革が停滞している状況

下で，財政官庁，各産業部門の監督官庁，企業，

誕業員の4者の利益を一定程度満たす形で普及し

てきた。この制度は，抜本的改革など止はほど速

い，インフレ情勢ドにおける各単位の妥協の産物

である。

ところが，請負経営責任制はインフレを抑える

どころか，ますますインフレを昂じさせる役割を

果たしている。前述したように，ディマンドフ。ル

要因，コストデゥシュ要因はともに脅負経営資任

制の導入土語綾な関連を有している。

それどころか司請負経営責任制は，価格改革の

推進を阻害する役割を果たしているュ請負ノルマ

が決定され，各関係官庁や企業の利益配分も確定

してのち，価格調整を行なえば，既定の利害関係

をこわすことになる。関係する 4者A ともに新たな

ノξーゲニングの煩積を望まない。 1988年7月に開

かれた｜主｜家経済体制改革委員会主催の全国企業請

負経常責任ffjl]J坐談会で、も，請負経営責任制をさら

に発展させていくことが下半期の企業改革の重点

となった。価格改革の遂行はますます難しくなっ

てくる（注12）。

2. 銀行融資の膨張

マネーサプライの増加要因として，従来は財政

赤字の補壌が重要な地位を占めていた。ところ

が，財政収支は1983,84年の40億元台の赤字か

ら， 85年には一挙に21億6000万元の黒字へと転じ

た。しかし，マネーサプライ（Mo）は1984年の

49. 5(t；ほどではないが，依然として24.7店t；の増加

率を示した。前簡で述べたように，銀行融資と預
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金との差である民間貸し出し純増が64.5~下も上持

したからである。この数年のインフレ要悶には，

銀行融資というルートを通じてのマネーサプライ

増も含まれている。では，なぜこの数年間に銀行

融資が急、婚していったのか。

経済改革前のシステム下では，中国の国家予算

に計上された固定資産投資は，すべて国家財政か

ら無償で国営企業に交付された。そのさい，人民

建設銀行が交付の窓口となるが，その役割は財政

資金を企業に流すトンネル機関にすぎなかった。

利子をとって貸し付ける西側の銀行とは異なる。

固定資産投資とはちがって，企業経営に必要な

流動資金にはこつのルートがある。生産のために

経常的に支出される流動資金（「定額流動資金J）は，

財政から無償で交付される償問。これは非償還性

で長期的・経常的に使用される。他方，季節的・

臨時的に経常支出を超えて必要とされる流動資金

（「超定額流動資金」〉は人民銀行の融資の形態をと

っていた。この部分は償還性で利息が必要であっ

た。しかし，後者が資金総額に占める比率は小さ

く，しかも低利で，資金の効率的利用を促すほど

の役割は果たしていない。

このように，従来のシステムの下では，財政か

らの非償還性で無利子の資金交付が大きな役割を

果たしていた。と己ろが，経済改革後，このマネ

ーフローの構造に変化が現われてきた。 1979年11

月に国務院「基本建設融資試行条例」が批准され

た。固定資産投資は，従来の財政からの無償交付

から，人民建設銀行を通じての融資へと次第に転

換されていった。また，利潤留保制の導入による

企業基金の形成や地方政府の財政権限の拡大など

の措置を経て，国家予算に組み込まれない予算外

資金の比重も増加してきた。固有セクターの固定

資産投資のうち，政府予算に組み込まれている予
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（出所） 中国経済体制改革研究所綜合研究室「改革：在前進中思索」（『中国：発展与改革』 1978年 7号） 9～10ペー
ジ／中居経済体制改革研究所宏観経済研究室「改革中的宏観経済；国民収入的分配与使用」（『綬済研究』 1987年8
期） 28ページ。

（注〉 1) 財政から支出される非債務資金。また，人民銀行からの赤字補場は含まず。
2〕 財政支出で支給される国家計画内投資。
3) 固定資産投資・流動資金の両方を含む。

算内投資の比重は， 1978年の83.3臨から86年には

38. 5ら'.:i:まで抵下している。

財政交付から銀行融資への転換，予算外資金の

増加法，；欠のようなマネーフロー構造の変化をも

たらした。

第12表は，中国の投資総額を融資部門別に分類

したものである。注目されるのは，財政から支出

される計画内投資の比重が1978年の41.7広から86

年のB7広まで落九込んでいることである。それ

とは逆に，圏内金融機関による融資は20.6~から

32. 9容に増えている。その資金の源泉は，企業・

事業体，自営業者および家計の到貯金である。と

りわけ，家計からの預貯金はその融資先等につい

て中央政府からの規制をほとんど受けない。家計

部門の貯蓄は1986年に31.7~~i: も占めるまでに肥大

している。他方で，家計部門の投資はその大部分

が農村の住宅建設に充てられたものであり，投資

総額の12.li:1下を占めるにすぎない。家計部門の貯

蓄と投資との差の19.6~~ iJ~圏内金融機関への預金

となる。

財政支出の比重が減って，銀行。融資の比震が増

加するととは，非償還性の無償ちを付から償還性の

利子付き貸し付けへと転じることを意味する。む

しろ，資金の効率的運用を促すはずである。財政

・金融制度改革のねらいもここにあった。しか

し，実際には資金の効率的運用を促すどころか，

銀行による融資の膨張をもたらし，ひいてはイン

フレを誘引することになった。当初の財政・金融

制度改革のねらいと異なって，なぜ銀行融資の無

制限な膨張や投資過熱がもたらされたのか。

日本のような市場経済の国において，マクロ経

済をコントロールする手段としての金融政策は，

質的統制と量的調整とのニつの体系からなる

（注14)

質的統制は，市中銀行からの借り入れ・増資・

起債などあらゆる資金調達の形態を政府認可の対

象とする。政府が主体となって直接法律に基づい

て行なうととろに，その特色がある。中央銀行が

その実務を担当することはあっても，政府の代理

人として行なうにすぎない。中国の1978年以前の

財政・金融政策はとれに属していた。

量的調整は，金利政策・公開市場操作・支払い

準備制度がオーソドックスな手段である。そのほ

かに，道義的説得としての窓口指導，ないし市中

29 



1989020032.tif

2 I 3. 2891 1 I 2. 331 
1 I 3. 4281 3 I 1. 998 

3 I 2. 7171 1 I 2.331 
4 I 1. 5731 5 I 1. 443 

1. 1441 ,1 I 1. 776 

6 I 1. 0011 6 I 0. 888 
7 I O. 5721 7 I 0. 444 

I 8 I 0. 1431 8 I 0. 222 

（出所） 張少傑・越橡江「磁資：現実運行的機制及其
改革」（『経済研究』 1987年11期） 16ページ。

貸し出しの直接規制も用いられる。

1970年代末から中国は人民銀行を中央銀行化

し，建設銀行， I：商銀行，農業銀行など専門の国

家銀行に経済活動の対象別融資を行なわせる方向

で改革を進めてきた。上述の窓口規制lや市中貸し

出しの直接規制を中心とした金融政策への転換を

はかつてきたといってよい。金融市場が局部的に

しか成立していない段階では，金利政策の有効性

にも限界がある。まして公開市場操作，支払い準

備制度を通じたコントロー／レはまだ確立していな

い〔注l5）。従来の賞的統制手段の役割が弱められる

一方で，それにとって代わるべき量的調整手段が

不十分にしか機能していないと己ろ ／：：.，信用膨張

をもたらす根本的な原因がある。

第13表は銀行の地方支店が償費の見通しのない

「不良融資Jをした原因をアンケート調査し完結

果である。所在地の党・政府の指導〈行政指導とい

うよ習は横車に近い〕や所在地の経済と財政収入へ

の影響など，地方政府との結び付きがきわめて強

U、。
長尉？が上位銀行の命令よりも地方政府の指導を

尊重している理由はいくつか考えられる。

最大の理由は，地方にある支店銀行の人事権が

30 

所在地の政府に揺られていることである。 1976年

以降，各地の銀行は上位銀行である本店と省・市

．自治区政府との2重指導下におかれることにな

った。業務面では地方政府の指導を主としてい

る。この2重指導制の下で，人事の異動・任免権

が地方政府に委譲された。そのため，地方政府が

中央の財政・経済政策に違反しでも，地方支店の

銀行幹部は後の批判を恐れて金融面で監督しない

ことになる位向。また，制度改革によって本店の

管理権限はさらに縮小する方向にある。従来，本

店が預金・貸し出しの一切を管理する方式を採っ

ていたが，改革後は預金と貸し出しとの差額のみ

を管理する方式へと移行したからである（注17）。

人事面のほかにも，銀行と地方政府との結び付

きを強める要素は少なくない。企業が銀行から受

けた融資は利子付きで返済しなければならない。

ところが，税制上の優遇措置として，地方の財政

局が認、めればこうした返済用資金は法人所得税の

課税対象額からはずされる（注18）。この優遇措置を

企業が受けられるかどうかは，銀行にとって融資

資金が償還されるかどうかと密接にかかわってい

る。ここに，地方政府，地方企業，地方銀行の利

益の一体化が生じる。この3者はできるだけ中央

の統制を緩和し，中央へ納めるノルマを減らすこL

とに努めると同時に，中央から資金や資材を獲得

することにも一致協力する。

そのほかにも，企業や銀行は電気・水道・ガス

などの供給はもちろん，住宅や子女の託児・教育

などの而でも地方政府の世話にならざるを得な

u、。
（波 1〕 呉敬瑳「経済体制改革厨臨的難点和出路j

（『財質経済』 1988年 3期） 10ページ。

（注2) 社海m己「承包僧j：国有企業体制改革的初始

選択JC『経済研究』 1987年10期） 10ページ。

（注3〕 焦維・許貴紡「関於企業承包経営責任制j与
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おわりに

価格改革関係的調査」（『価格理論与爽成』 1988年4期〕

23ページ。

（注4〕 『資料日中経済』第14巻第8号 I987c¥ 8 

月 2ベータ。この資料によると，固定資産2000万元

以上の大型企業，前O万元以上の中型企業が合わせて

8200余あり，そのうち4046社が請負制を実施している

との報道もあるの

請負経営責任制の一つに，企業の資産価値を請け負

わせ，その増減に応じて奨励金を与える「資産経営寅

佳ifjfjjがある。資産価値の増大と経営責任者・従業員

の利益とを結びつけた点で，投資拡大へのイ γ 七ソテ

ィプを一定程度有している。しかし，本文中に述べた

請負経営責任制の欠点は依然としてこの制度にも該当

する。詳し〈は，山内一男『現代中闘の経済改革』学

湯書房 1988年 186～188ページ。

なお，「請負経営責任制」（店主訟は「承1'I.経営責任

制」〉については， 日本諮では「経営請負貧任制一！と

して定着しそうである。 しかし， 「経営責任制Jのー

形態として位置づけるべさであるから，あえて筆者は

異たる訳を採った。

（注5）杜海燕前掲論文 15～17ページ。

（注6〕 楊瑞龍「産権明断化与双層股傍銅l様式」

(Ii経済研究1119回年2期） 3～4ページ。

〈注 7) 国代費「正確認識和評価承包経営責任制」

(Ii財質経済』 1988年4期〕 56ページ。

（注8）杜海燕前掲論文 18ページ。

従来のシステムの下で，各地方政府や各企業が投資

拡大を競う傾向〈「投資飢餓症」〉については，浜勝彦

r郵小平時代の中国』軍紀書房 1987年 59～72ベー

タ参照。

（注9）焦維・許貴肪前掲論文 24～25ぺージ。

（注10〕 向上論文 24～25ページ。

〈注11）越景炎・張建民前掲論文 30ページ。

〈注12) 『人民日報』 1988年7月17日。

（注13〕 石原享一「中閣の計画管理と価格論争j

（『アジア経済』第19巻第8号 1978年8月）31ページ。

正確にいうと，定額流動資金の全額な財政から供与し

ていたのは， 1953-57年および62～83年の期間であ

る。銀行融資の占める応率は， 1958年30%,59～61年

6月100%, 61年7～12月20%であった（本誌編写組

『中国財政与金融』 北京出版社 1985年 338～339ペ

ージ〉。

〈注14）吉野俊彦・中川幸次 f金融政策の解説』

〈留経新書〉日本経済新聞社 1978年 29～31ペーシ。

中国のイ γフレーショ γと経済改革

〈注15) 小島麗逸「マ Pロ経済の統合用具と経済管

理」（同線 前掲所収書） 108ページ／藤本昭「中国

経済体制改革の現状主課題」（『日中経済協会会報』第

152号 1986年4月〕12ページによると，銀行が国営企

業の財務管理の仕事をしている現状の下で銀行を企業

化すれば，銀行間の貸付競争をもたらす怒れがある。

（注16) 石原享一「中国経済改革への試論」（『増沸j

龍夫退官記念論集 中闘の社会と民衆一一』汲古書

院 1983年〕 326ページ。

（注17) Hsiao, K. H. Y., Money and Banking 

in the Chinese Mainland，台北， ChungHua Insti-

tution for Economic Research, 1984年， 78ページ。

（注18) Du Wulf, Luc; David Goldsbrough, 

“The Evolving Role of Monetary Policy in Chi-

na，” IMF Sta.ff Papers，第33巻第2号， 1986年6

月， 235ページも，銀行への返済を可能にするために

減税措置が採られる点を指摘している。

おわりに

1984年からインフレが昂進するに伴い，中国の

価格改革は停滞を余儀なくされた。不合理な価格

体系の下で，企業分権化を中心とした改革を進め

る限り，各企業の個別事情を勘案した請負経営責

任制を採用せざるを得ない。他方で，請負経営責

任制は政府，企業，従業員のいずれにも一定の利

益を与えるという妥協の産物であり，行政の企業

に対する直接的統制および企業の行政依存という

旧来のシステムの本質をほとんど変えるものでは

なかった。しかも，請負経営責任制や銀行融資方

式の導入にみられる不徹底な経済改革は，インフ

レをもたらす重要な要因となっている。インフレ

下で止むなく採用した改革措置が，結果的にはイ

ンフレを抑えるどころか，逆に促進する役割を果

たしていることになる。

しかしながら，不徹底な経済改革がインフレを

増進させているからといって，現段階の中国で経
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済改革・価格改革を一挙に遂行できるだろうか。

価格自由化に伴うインフレ圧力は，競争的市場機

構が円滑に機能するようになれば，年々の技術進

歩iこ伴う生産性の上昇によって抑え切れるという

小宮隆太郎氏の指摘は，その限りではそのとおり

であろう（／！I）。筆者も同様に，経済改革における

価絡改革の必要性と重要性比ついて語ってきた。

とはいえ， I人当り GNPが三百数十 J-:'／レの低

所得水準ぬある中国経済の底の浅さは，価格改革

の衝撃に耐え抜くだけの力がまだ不足しているこ

とを意味していないだろうか。肉，野菜，卵など

の価格自由化と価格統制の復活とが繰り返されて

いるのがその典型である。また，価格の自由化は

直ちに市場での競争にはつながっていない。高い

市場価格で売るより，安くても官の権力・リベー

ト・コネケションに基づいて販売する方が好まれ

る。私的個人の「小利益Jより，公的法人の「大

利益」が優先される構造は依然として払拭されて

いない（注2¥

結局のとよLろ，中国の経済改革は行きつ戻り

つ，各穏の障害と矛盾を緩和しつつ進めざるを符

まい。新たな改革措置が制度化されて全面的に機

能するようになるまでには，新旧体制の併存する

過渡期がかなり長期にわたって存続することにな

ろう。

現在，中国の経済改革は岐路iこ立っている。高

度成長を維持するために，請負経営責任制を今後

も維持・推進していくのか。株式化を中心にすえ

た所有制改革を敢行するのか。さらには，インフ

レの撤｛とする危険を冒してまで価格改革を断行す

るのか。あるいは，所有制や価格面での改革のみ

先行させる三とはできず，その他の分野の改革と
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同一歩調で漸進するのか。

中共13期3中全会に先立って， 9月13～17日に

かけて経済専門家座談会が聞かれた。胡啓立が司

会をし，挑依林が「価格・賃金改革方案Jについ

て説明した。その会議には，醇暮橋，童大林，車

季立，季崇威，呉敬瑳，張卓元，戴国民など，改

革の進め方について意見を異にする専門家60余名

が参加している仇り。そこで，インフレ抑制のた

めに固定資産投資規模の縮小や集団購買力などの

消費の圧縮につい亡具体的な意見が出された。価

格改革先送り方針への転機といってよい。もっと

も実をいうと， 8月半ばの中共中央政治局拡大会

議にも， 1989年以降の価格改革の具体的措置は盛

り込まれていなかった。二の時点ですでにインフ

レ抑制をめぐって激しく議論がたたかわされたこ

とは確かである。

中共13期3中全会までのところ，同一歩調改革

派の見解が採用され，インフレ抑制のために厳し

い緊縮政策を実施することになった。しかし他方

で，同会議のコミュニケは請負経営責任制のいっ

そうの深化・発展をも語っている。

いずれにしても経済改革をめぐる議論は，今後

いっそうの具体化と展開がみられるはずである。

（注 1) 小宮隆太郎「競争的市場機構と企業の役割

一一日中の比較考察一一」（総合研究開発機構編『現

代中閣の経済シ丸テム』筑摩書房 1986年） 26ぺー

、ン。

（注2) 蓄量生・張学軍・羅小明「中国改革：回顧，

反思和前景」（「経済研究』 1988年9期〕 19ページ。

（注3) 『人民日報』 1988年9月18日。

（アジア経済研究所地域研究部〉

〔付記〕本稿は1987年度個人研究「中国の物価問

題」の成果の一部である。
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